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窓の月今

課題解決における見える化の重要性

公立の学校、公民館、図書館やスポーツ施設といった公共施設の再編が全国的に進んで
いる。廃校は今や過疎地に限られたことではなくなっている。
主な背景として、人口が増加する社会から減少する社会になったことがあげられる。公
共施設の利用者である住民の数が減少しており、多くの自治体においてその傾向は当面続
くことが確実となっている。また、人口の増加幅が大きかった1980～90年代に多くの公共
施設が整備されたが、築40年以上が経過して老朽化が進み、更新時期を迎えている。しか
し、地方自治体の財政難により、現状の施設数を維持しながら更新するための財源確保が
難しくなっている。
こうした状況を受けて、公共施設の再編が進められている。住民サービスの低下を避け
るために、施設の再配置や利用範囲を見直して、数や面積を縮小しているケースも少なく
ない。例えば、小中学校とこども図書館を併設して図書機能を共用したり、１か所の施設
を複数の市町村民が広域的に利用するといった工夫をしている場合もある。
再編プロセスにおいてとりわけ重要になるのが住民の合意形成である。公共施設の統廃
合は、生活の利便性や地域への愛着にも関わるため、反対意見が生じやすい。そのなかで
優良事例の１つとして挙げられるのが神奈川県秦野市の再配置の取組みである。同市は二
宮尊徳の高弟である安居院庄七の出身地である。
同市は、高度成長期に東京のベッドタウンとして他地域からの転入もあり人口が急増し

たが、2009年をピークに減少に転じた。全国平均に比べて、人口減少は緩やかだが、高齢
化率はやや上回っている。将来を見据えた公共施設の再編が避けて通れない状況にあった。
そこで、長期的な視点に立った「公共施設再配置計画」を策定し、計画的に再編を進め

ている。さまざまな取組みが行われているが、具体的な取組みの１つとして、市が管理運
営していた児童館や老人いこいの家を自治会に無償で譲渡し、地域のニーズに応じて柔軟
に活用できるようにしている。
同市の大きな特徴は、市民参画型で再配置が進められている点である。座談会形式で市
民と情報を共有し意見交換を行っている。さらに市民の意向を幅広く把握するために、無
作為抽出によるアンケート調査も定期的に行っている。
市民参画の土台となっているのが、公共施設の現状と課題の見える化である。市職員が

作成する「公共施設白書」を定期的に発行し、施設ごとに老朽化の状況や運営費用にかか
る歳出額などをデータに基づいてわかりやすく示している。白書のなかには、前述のアン
ケート結果も掲載され、市民が同じ情報を共有したうえで参画できる環境が整えられてい
る。
本号に掲載している尾中論文では、漁協による藻場保全活動について健康信念モデルを
用いた分析を行っている。藻場は海面下にあり、短期的には効果が見えにくいことが活動
停滞の一因とされている。そして、効果をモニタリングして組合員に共有する、すなわち
効果の見える化が、活動を継続させるうえで重要であることを指摘している。
秦野市の公共施設再編と藻場保全活動は分野こそ異なるが、課題解決において見える化
が果たす役割には共通点がある。現状や効果を可視化し、関係者が共有することが、理解
と行動を促す第一歩となる。本誌に掲載された各レポートが、農林水産業者と地域住民の
豊かな未来に向けた課題解決のヒントとなれば幸いである。

（（株）農林中金総合研究所 主席研究員　尾高恵美・おだか めぐみ）
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〔要　　　旨〕

日本の農業労働力における構造変化を長期データから分析したところ、家族労働の減少と

雇用労働の増加という長期的傾向がみられた。家族労働を中心とする個人経営体が減少する

一方で、法人化・大規模化が進展し、農業労働力の需要は季節的なものから周年型へと変化

している。とくに小規模な稲作経営体の減少と高齢化が、家族労働の縮小をもたらした。

その結果、外国人労働者の増加とともに雇用労働の重要性が高まりつつある。ただし、増

加する雇用労働は必ずしも家族労働を中心に個人経営体が果たしてきた地域社会の維持機能

を代替できないとみられる。とくに中山間地域では農業・地域の持続性が課題となる。将来

推計では家族労働の減少と雇用労働への依存の高まりが続くとみられ、多様な雇用形態や地

域間連携など多角的な施策・取り組みが課題となろう。

特別理事研究員　内田多喜生

目　次
はじめに
1　農業経営体の質的変化が進む
（1）　 農業経営体は個人経営体が減少し団体経

営体の増加続く
（2）　 背景のひとつに小規模な稲作経営体の離

農、経営縮小
（3）　 家族労働の中心である基幹的農業従事者

の減少
2　農業労働力の質的変化も進む
（1）　 全産業就業人口のなかで農林業就業者は

長期にわたり減少
（2）　 農林業就業者は家族労働が減少し雇用労

働が増加
（3）　 家族労働の季節性の弱まりと背景にある

生産品目の変化
（4）　 雇用労働を支える外国人労働者
3　 家族労働の減少と雇用労働の増加は今後も続
く
（1）　 個人経営体（家族経営）支える基幹的農

業従事者の減少続く
（2）　将来試算では雇用労働依存が強まる
（3）　 若干の考察
おわりに

季節性弱まり雇用労働の
役割高まる日本の農業労働力
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日本農業では、高齢化や後継者不足に加

え、人口減少による需要構造や輸入自由化

など国際環境の変化を背景にして、農業生

産力および農村社会の持続性が課題となっ

ている（内田（2023）参照）。

これらの構造変化は、日本の農業労働力

の減少だけでなく、その構成や質的な変化

をもたらしている。本稿では、2025年農林

業センサス（概数値、以下センサス）およ

び労働力調査をもとに、日本の農業労働力

の長期的推移を整理し、家族労働から雇用

労働への移行を確認するとともに、その背

景と影響について検討する。

(1)　農業経営体は個人経営体が減少し

団体経営体の増加続く

まず、農業労働力と密接な関係にある農

業経営体の変化をみて

いく（第１表）。センサ

スから農業経営体の推

移をみると、25年の農

業経営体は82.8万と10

年の167.9万からほぼ半

減している。これは全

経営体の９割以上を占

める個人経営体の減少

によるものである。た

だし、全経営体に占め

る割合は10年の97.9％から25年の95.2％へ

と2.7ポイント低下している。その一方、増

加しているのが法人等の団体経営体であ

る。10年の3.60万から25年には3.95万へ増

加し、全経営体に占める割合も2.1％から

4.8％に上昇した。内訳をみると、とくに法

人が2.20万から3.31万へと約1.5倍に、構成

比は1.3％から4.0％へと約３倍になってい

る。

次に、農業経営体の構成比およびその変

化を地域別にみたものが第２表である。個

人経営体の構成比は北海道を除き９割を超

える。ただし、すべての地域で個人経営体

の構成比は低下し、団体経営体は上昇して

いる。とくに北海道の団体経営体の割合は

15.2％と唯一10％を超える。

このような北海道と都府県の違いは、周

知のとおり圧倒的な経営規模の違いを反映

したものとみられる。例えば、耕種部門に

ついて25年センサスの１経営体当たり経営

耕地面積をみると、北海道は34.6ha、都府

県2.6haと13倍以上の開きがある。10年セン

はじめに

１　農業経営体の質的変化が進む

10年 15 20 25
増減数・ポイント

15-10 20-15 25-20
農業経営体計（実数） 1,679 1,377 1,076 828 △302 △302 △247
個人経営体 1,644 1,340 1,037 789 △304 △303 △248
団体経営体 36.0 37.3 38.4 39.5 1.3 1.1 1.1
うち法人 22.0 27.1 30.7 33.1 5.1 3.6 2.4

農業経営体計（構成比） 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
個人経営体 97.9 97.3 96.4 95.2 △0.6 △0.9 △1.2
団体経営体 2.1 2.7 3.6 4.8 0.6 0.9 1.2
うち法人 1.3 2.0 2.9 4.0 0.7 0.9 1.1
法人以外 0.8 0.7 0.7 0.8 △0.1 △0.0 0.1

資料 　農林水産省「農林業センサス」（25年に概数値）

第１表　農業経営体の合計数と構成比の推移

（単位　千経営体、％、ポイント）

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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際に、第１図は個人経営体増

減数と稲作が販売金額第一位

の経営体増減数を都道府県別

にプロットしたものである。

稲作経営体の増減と個人経営

体の増減とは高い相関を示し

ている。

(3)　 家族労働の中心であ

る基幹的農業従事者

の減少

個人経営体とそのなかで最

もウエイトの高い稲作経営体の減少も影響

し、農業の家族労働力に大きな変化が生じ

ている。家族労働力の中心は基幹的農業従

事者とみられ、第２図は10年以降の年齢階

層別基幹的農業従者の推移をみたものであ

る。徐々に右下にシフトし、高齢化の進行

と同時に実数の減少が生じていることが読

み取れる。なお、基幹的農業従事者とは個

人（世帯）で事業を行う経営体（個人経営

体）の世帯員のうち「仕事が主で、主に自

営農業に従事した世帯員」である。

家族労働中心の個人経営体でも、他の世

帯員を含め兼業や年金収入などの他の収入

源があるケースも多い。それもあり収益性

の低下にもかかわらず、小規模な稲作経営

でも農機の長期利用等でかなりの高齢まで

営農活動を継続してきたとみられる。しか

しながら、世帯員の減少、後継者確保難、

自らの加齢や使用農機の耐用年数超過など

とともに離農・経営縮小に至るケースも多

いとみられる。なお、25年センサスでは１

サスでは北海道31.8ha、都府県1.5haだった

ので、その差も拡大している。畜産部門も

同様の傾向がみられる。大規模な経営体で

は家族労働だけでは十分でなく、雇用労働

の確保が前提となるとみられる。そのた

め、雇用労働受け入れのための社会的な信

用力や福利厚生の向上を目的として法人化

が進んだことも法人経営増加の背景にある

とみられる。

(2)　背景のひとつに小規模な稲作経営

体の離農、経営縮小

農業経営体のうち個人経営体の急速な減

少は高齢化や後継者不足、農業環境の悪化

などの様々な要因が考えられる。そして、

それらの影響を強く受けたのが個人経営体

のなかで最も大きな割合を占める稲作経営

体とみられる（内田（2021）参照）。例え

ば、25年センサスで全経営体のうち稲作が

販売金額第一位の経営体は51％、稲作作付

面積１ha未満の経営体は38％を占める。実

実数

構成比 2010年比構成比変化
個人 団体 個人 団体

法人 法人
以外 法人 法人

以外
全国 828 95.2 4.8 4.0 0.8 △2.6 2.6 2.7 0.0
北海道
都府県

29
799

84.8
95.6

15.2
4.4

14.5
3.6

0.7
0.8
△7.6
△2.4

7.6
2.4

8.0
2.5
△0.2
△0.0

東北
北陸
関東・東山
東海
近畿
中国
四国
九州
沖縄

149
56
181
68
82
72
51
131
9

95.9
92.9
96.5
95.5
96.0
95.7
96.8
94.7
94.9

4.1
7.1
3.5
4.5
4.0
4.3
3.2
5.3
5.1

3.1
5.5
3.2
4.1
2.9
3.6
2.9
4.5
5.0

1.0
1.6
0.4
0.5
1.1
0.8
0.3
0.8
0.1

△2.0
△4.3
△2.1
△2.8
△2.3
△2.6
△1.8
△2.5
△3.0

2.0
4.3
2.1
2.8
2.3
2.6
1.8
2.5
3.0

2.2
4.0
2.1
2.8
2.1
2.5
1.8
2.8
3.3

△0.2
0.4

△0.0
△0.1
0.2
0.1
0.1

△0.3
△0.3

資料 　第1表に同じ

第２表　地域別農業経営体数と構成比変化
（単位　千経営体、％、ポイント）

農林中金総合研究所 
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人である。

第２図をあらためてみると、主に65歳以

上の高齢層の山が15年以降大きく下にシフ

トしている。これはまず、第二次大戦後の

日本農業を支えた昭和一ケタ世代の本格的

な農業リタイアが進み、次に日本の年齢構

成上大きな割合を占める団塊世代の農業か

らのリタイア、あるいは経営縮小が始まっ

たためとみられる。

ここで大きな課題の一つとして基幹的農

業従事者のなかに団塊世代の次世代（団塊

ジュニア）が一般の労働力と違い少ないこ

とがあげられる。第３図は15年、25年の全

産業就業人口とセンサスの基幹的農業従事個人経営体当たり基幹的農業従事者は1.3

第１図　個人経営体増減と販売一位稲作経営体数・基幹的農業従事者増減の関係
　（2025年と2015年の比較）

資料　農林水産省「農林業センサス」
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第２図　年齢階層別基幹的農業従事者数の推移

資料　第1図に同じ
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者数を年齢階層別構成比で比較したもので

ある。同図から基幹的農業従事者には全産

業就業者でみられる団塊ジュニア世代の山

がみられないことがわかる。このことは団

塊世代の農業リタイアで家庭内の農業労働

力が大きく減少することを意味する。

なお第３図からは15年から25年にかけて

全産業において65歳以上の就業人口構成比

の上昇（実数も増加）がみられる。これは

政府の定年延長などの方針の影響もあった

とみられる。そのことは「定年帰農」とし

て期待された退職後の高齢者の就農の遅れ

にもつながったとみられる。集落営農のオ

ペレーターなどに従事できると期待してい

た人が定年延長でめどが立たなくなった等

の声はよく聞かれ、従来の労働力の供給源

が弱まったということもできよう。

このような家族労働中心の個人経営体、

とくに小規模な稲作経営体の減少は、農業

経営体の減少というだけでなく、地域社会

を構成する世帯と世帯員減少も同時に生じ

ていることを意味する。このことは農業生

産だけでなく集落作業等を通じた生産基盤

の維持そのものへの影響も大きいとみられ

る。また、農村地域での個人経営体は、農

業生産だけでなく地域コミュニティの一員

として様々な地域活動の担い手である。農

協の組織基盤を兼ねる集落組織等の構成員

であることも多く、地域の社会・経済活動

への影響が懸念される。

上記のような個人経営体およびその構成

員である基幹的農業従事者の減少は日本の

耕地の約４割を占める中山間地域などの農

業条件が不利な限界的な地域で影響が大き

いとみられる。一方、既に内田（2017）

（2022）で指摘したように、日本の農業生産

全体でみると法人など団体経営体の生産割

合上昇が近年顕著である。そこでは、従来

日本農業を担ってきた経営主とその親族が

主な労働力である家族経営（個人経営体）

とは労働力の構成が異なるケースも多いと

みられる。そこで両者の労働力を合わせた

動きが確認できる総務省「労働力調査」か

ら雇用形態、季節性なども踏まえて農業労

働力の推移と現状を確認していきたい。

第３図　基幹的農業従事者と全産業就業者の
年齢構成比較

資料　農林水産省「農林業センサス」、総務省「労働力調査」
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団塊ジュニア世代
を含む階層

２　農業労働力の質的変化も進む

(1)　全産業就業人口のなかで農林業就

業者は長期にわたり減少

第４図は、総務省「労働力調査」より、

85年以降の農林業就業者の年次推移（月次

数値の年平均値。以下同じ）をみたもので
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ある。月次平均の農林業就業者は85年の

464万が25年には174万人へ、全産業就業者

に占める割合も8.0％から2.6％に低下して

いる。このように長期にわたって農林業就

業者は減少し、全就業者に占める割合も低

下している。ここで農林業就業者に占める

林業就業者の割合は、非常に小さいことか

ら（26年１月の労働力調査をみても農林業

就業者数146万人に対し林業就業者は５万

人）、以下、同数値を用いて農業労働力の

長期的な傾向をみていくこととする。

長期にわたる農林業就業者の減少要因と

しては、もちろん機械化や新技術の導入等

の農業近代化、農地集約等による生産性の

向上の側面もあるとみられる。一方、耕種

部門中心に高齢化・後継者不足や輸入自由

化等による国内農業の生産そのものの縮小

の影響も大きかったとみられる。

とくにそれら影響が大きかったのが稲作

とみられる。第３表から85年と23年の主な

農産物の生産量変化をみると米の生産量が

約２/３へと大幅に減少している。他の品

目でも高齢農業者にとって負担が大きい重

量野菜が多く含まれる「その他の野菜」も

大きく減少している。また、果実ではうん

しゅうみかんの減少が突出しているが、こ

れはもともと西日本の山間地での生産が中

心で農業者の高齢化の影響を受けやすい。

加えて輸入オレンジ・果汁の急増など外部

環境悪化の影響も加わったためとみられ

る。その一方、畜産部門をみると牛肉、豚

肉の減少は小さく鶏肉、鶏卵、乳製品はむ

しろ増加している。これは内田（2022）で

指摘したように、畜産部門では耕種と異な

って急速な規模拡大がこの間進み、経営主

生産量
（23年）

85-23
変化率

85-23
変化量

穀類 9,274 △28.3 △3,666
米 7,911 △32.2 △3,751
小麦 1,094 25.2 220
いも類 3,091 △41.2 △2,163
かんしょ 716 △53.1 △811
ばれいしょ 2,375 △36.3 △1,352
豆類 314 △25.9 △110
大豆 261 14.5 33

野菜 10,873 △34.5 △5,734
緑黄色野菜 2,370 △19.2 △563
その他の野菜 8,503 △37.8 △5,171
果実 2,447 △57.4 △3,300
うんしゅうみかん 682 △72.6 △1,809
りんご 604 △33.6 △306
その他の果実 1,161 △50.5 △1,185
肉類 3,497 0.2 7
牛肉 502 △9.7 △54
豚肉 1,298 △16.7 △261
鶏肉 1,690 24.8 336
鶏卵 2,478 14.7 318
牛乳及び乳製品 7,324 △1.5 △112
資料 　農林水産省「食料需給表」

第３表　主な農産物の生産量変化
（単位　千トン、％）

第４図　農林業就業者数及び全産業に占める
割合推移

資料　総務省「労働力調査」
（注）　月次原数値を年平均。2011年は3月～8月のデータが

ないため参考値。
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とその家族労働中心の経営から雇用労働を

含めた企業的経営への移行（あるいは外部

からの参入）で、生産が維持されたためと

みられる。

(2)　農林業就業者は家族労働が減少し

雇用労働が増加

以上のような経営主とその家族、雇用の

推移を労働力調査からは個別に確認でき

る。第５図は農林業就業者の従業上の地位

別（自営業主・家族従業者・雇用者別）の

推移をみたものである。なお25年２月の農

林業就業者のうち自営業主・家族従業者は

合わせて101万人で同時点が調査月のセン

サスの基幹的農業従事者103万と極めて近

い数字となっている。

同図をみると85年から25年にかけて農林

業就業者のうち自営業主と家族従業者が大

きく減少している。自営業主は85年の218

万が25年には72万とほぼ１/３に、家族従

業者は218万人から41万へとほぼ５分の１

になった。一方、雇用者は増加し

85年の28万人が25年には61万人と

倍以上になった。雇用者が農林業

就業人口に占める割合も６％から

34.8％へ上昇、全体の１/３以上を

占めるまでになった。

(3)　家族労働の季節性の弱まり

と背景にある生産品目の変

化

このような自営業主・家族従業

者の減少については、先の基幹的

農業従事者と同様に稲作経営体の減少の影

響が大きいとみられる。また、雇用者の増

加も同様に、経営の規模拡大や畜産や施設

園芸などで長期の雇用労働を前提にした経

営が増加してきたためとみられる。

例えば第６図は20年農林業センサスで農

産物販売金額１位の部門別に、年間60日以

上農業に従事した人のなかで250日以上従

事した人数割合をみたものである。上位に

は畜産品目と施設園芸がならび、稲作は販

第６図　農業に60日以上従事した世帯員、役員・構成員
（経営主を含む）のうち250日以上従事した割合
（農産物販売金額1位部門別）

資料　農林水産省「2020年農林業センサス」
（％）
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第５図　農林業就業者の内訳の推移

資料　第3図に同じ
（注）　第4図に同じ。
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売なしについで低い（第６図）。また、10

年から25年にかけての品目別販売第１位の

経営体増減をみても稲作経営体の減少数が

圧倒的に多い（第７図）。なお、第６図を

あらためてみると、250日以上従事者の割

合の上位品目と下位品目では割合に２～４

倍もの開きがある。臨時・季節的な労働の

ウエイトが高い品目と周年労働のウエイト

が高い品目の労働力ニーズの違いは大き

く、農業労働力確保の面で大きな課題にな

る。

このように自営業主・家族従業者の減少

が労働力の繁閑の大きい作物（とくに稲

作）で生じたことは、農林業就業者の月別

変動からも読み取ることができる。

第８図は、各月の農林業就業人口を85年

以降10年区間ごとに平均してみたものであ

る。同図にみられるように、85～94年と15

～24年を比較すると、各月の農林業就業者

が大きく減少するとともに、とくに稲作の

農繁期とみられる４月から10月の減少が大

きい傾向がみられる。

さらに、自営業主・家族従業者・雇用者

の年間平均と月次実績のかい離をみたもの

が第９図、第10図である。第９図は85年か

ら94年についてみたもので同図をみると４

月から10月にかけて自営業主、家族従業者

はそれぞれの年間平均を大きく上回るが雇

用者はほとんど変化していない。つまり、

稲作などの同時期を農繁期とする季節的な

労働力供給は主に家族労働から充

足・調整されていたことが読み取れ

る。

次に、第10図はそれを15年から24

年ついてみたものだが第９図の動

きとは大きく異なっている。自営業

主、家族従業者の農繁期の山は大き

く崩れ、年間の繁閑による労働力供

給の差は雇用者同様に小さくなっ

ている。なお、上記は主に労働力

の供給側からの見方だが、需要側に

も労働力の平準化を図る取り組み、

例えば、耕種部門では付加価値化・

第７図　品目別販売金額第一位経営体増減数
（25年-10年）

資料　第１表に同じ
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第８図　農林業就業者数の月次変動

資料　第3図に同じ
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労働力分散のための早生、晩生品種導入に

よる作期分散や施設園芸の導入・拡大、な

どがあったことも影響しているとみられ

る。

(4)　雇用労働を支える外国人労働者

自営業主、家族従業者の減少が顕著なな

かで雇用者の役割が大きくなっている。そ

して、周知のとおり雇用者のなかで存在感

が増しつつあるのが外国人労働者である。

第11図は12年以降の農業分野の外国人労働

者数の推移をみたものである。厚生労働省

の「「外国人雇用状況」の届出状況」から

農林水産省が特別集計した「農業分野の外

国人労働者数の推移」によれば12年には１

万６千人あまりだった外国人労働者数は技

能実習制度の定着もあり10年代半ばから大

きく増加した。コロナ禍での一時的な停滞

はあったものの特定技能制度の導入もあり

23年には５万１千人となった。

これらデータとは連続しないが24年の

「農業分野の技能実習生及び特定技能外国

人数」（出入国在管理庁データをもとに農

林水産省作成）をみると24年12月末時点で

技能実習生と特定技能外国人合計数は６万

人を超えている。21年以降の技能実習生と

特定技能外国人合計の農林業就業者全体と

雇用者に対する割合をみたものが第12図で

ある。厳密には比較できず参考値であるが

24年労働力調査における月次平均の農林業

就業者総数に対する割合は4.4％、雇用者に

限れば11.3％と１割を超える計算になる。

ここで15年と24年の月次平均農林業就業

者を比較すると雇用者は６万人程度の増加

第９図　自営業主・家族従業者・雇用者別各年
平均就業者数と月別就業者数との乖離

（農林業、85-94年）

資料　第3図に同じ
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第10図　自営業主・家族従業者・雇用者別各年
平均就業者数と月別就業者数との乖離

（農林業、15-24年）

資料　第3図に同じ
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第11図　農業分野の外国人材受け入れ状況

資料　農林水産省「農業分野における外国人材の受け入
れ」（24年5月）（26年1月）
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であり、雇用者増加人数の相当程度を外国

人労働者が占めた可能性もあるとみられ

る。第13図のように外国人労働者（これは

技能実習生）が従事している品目も耕種・

畜産を問わず、農業全般である。日本の農

業生産力の維持のうえで外国人労働力のウ

エイトが高まっていることをあらためて確

認できる。

以上、日本の農業労働力について主に総

務省「労働力調査」からその推移をみた。

そこからは主に高齢化、後継者不足など長

期的な日本の農業構造の変化、農業を取り

巻く外部環境の悪化等から稲作経営を中心

に限界的な経営体が大きく減少し、農業労

働も大きく変化したことがうかがえた。そ

のことは農業生産だけでなく、農村社会の

変容を加速させているとみられる。次に、

将来的な予測も含めながら課題等について

検討してみたい。

(1)　個人経営体（家族経営）支える基幹

的農業従事者の減少続く

第14図は年齢階層別基幹的農業従事者数

をもとにコーホート法により30年以降の将

来について試算したものである。単純に過

去のトレンドを延長したものであるが、25

年時点実績で102万人の基幹的農業従事者

数は、35年には56万人、40年には44万人へ

減少する結果となった。また、65歳以上割

第12図　農林分野技能実習生及び特定技能
外国人が農林業就業者に占める割合

（各年12月）

資料　総務省「労働力調査」、農林水産省「農業分野におけ
る外国人材の受け入れ」（2026.1）
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第13図　外国人労働者の作業別人数（技能実習生）

資料　法務省「職種・作業別　在留資格「技能実習」にかかる
在留者数」（24.12末）
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３　家族労働の減少と雇用労働
　　の増加は今後も続く　　　

第14図　基幹的農業従事者数の将来予測
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合をみると、30年以降は徐々に低下してい

くがこれは65歳未満層が増加に転じること

ではなく、同層の人数の減少スピードが65

歳以上層より低いため生じている。

(2)　将来試算では雇用労働力依存が

強まる

次に第15図は基幹的農業従事者と労働力

調査における自営業主・家族従業者合計の

数字の推移をみたものである。同図にみら

れるように、近年は両者の数字はほぼ同水

準となっている。これは世帯員のなかで一

時的に繁忙期に農作業に従事するケースが

減ったためとみられる。このように両者が

極めて近い動きをするようになっているこ

とから、基幹的農業従事者の将来試算値を

もとに自営業主・家族従業者の試算も行っ

た。そして、その結果をもとに、過去の自

営業主・家族従業者数と雇用者数の関係か

ら雇用者の将来人数の試算も行い整理した

ものが第16図である。

基本的には過去の相関をもとにした簡易

な試算で、AI活用等の技術革新や農政、外

国人政策の変化などで大きく変動する可能

性があり、参考値であることに留意された

い。そのうえで試算結果をみると、自営業

主・家族従業者の減少が続く一方で、雇用

者は徐々に増加し35年には基幹的農業従事

者を、40年には自営業主・家族従業者を超

え、農林業就業者に占める雇用者の割合は

５割を超える結果となった。

ところで存在感が増しつつある外国人労

働者については、JICA緒方貞子平和開発研

究所（2024）によれば30年に農林業で6.4万

人（内林業0.2万人）、40年に同7.3万人（う

ち林業0.3万人）という予測を示している。

これは現状より１万人程度の増加である。

さらに政府は26年１月23日に農業分野の外

国人材受入上限数（28年度末まで）を特定

技能と新制度「育成就労」を合わせ、９万

9,600人とすることを閣議決定した。この

9.96万人という数字は、25年の全農林業就

業者の5.7％、17人に一人、雇用者の16.4％、

６人に一人にあたる高い数字である。

第15図　基幹的農業従事者と自営業主・
家族従業者合計の推移

資料　第3図に同じ
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第16図　農林業就業者のうち自営業主・家族
従業者合計と雇用者の将来予測
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以上のように試算では自営業主、家族従

業者に大幅な減少が予想される一方で、雇

用者が徐々に増加しそのウエイトが高ま

り、将来は農業労働力の半分を占めるとい

う結果となった。さらに政府の方針を踏ま

えると、雇用者のなかでの外国人の割合も

同時に高まることが予想される。

(3)　若干の考察

最後に、上記の結果を踏まえ日本の将来

の農業および農村について示唆される点

を、簡単ではあるが考察しておきたい。一

つは、当然のことであるが、自営業主・家

族従業者の減少と雇用者の増加は必ずしも

代替関係にないとみられることである。自

営業主・家族従業者の減少は主に小規模な

稲作経営体の減少に伴って生じてきたとみ

られ、それは労働力面でも収支面でも限界

的な経営が多いとみられる。そのような限

界的な経営体の受け皿として企業的な大規

模経営や集落営農がなることは難しいケー

スも多い。25年センサスでも経営耕地の大

幅な減少が継続しており、農外への転用な

どもあろうが条件不利地域を中心に継承さ

れない経営が一定数あることも影響してい

るとみられる。しかし、このような家族労

働中心の経営体の減少が今後も続けば、地

域差や経営形態による違いもあろうが、地

域農業だけでなく地域社会の維持が難しく

なるエリアも一部出てくるとみられる。

そのため、地域社会の維持を前提とすれ

ば、外部人材を含め、農業に限らず、複数

事業を組み合わせた周年雇用を目指す取り

組みも一つの方法とみられる。例えば、既

に特定地域づくり事業協同組合制度が設け

られている。これは人口の急減に直面して

いる地域において、農林水産業、商工業等

の地域産業の担い手を確保するための特定

地域づくり事業（マルチワーカー（季節ご

との労働需要等に応じて複数の事業者の事

業に従事）にかかる労働者派遣事業等）で

ある。こういった事業の活用と財政的、制

度的な支援の強化が求められよう。

また、産地が集中し季節性の強い品目に

ついては、農村部での人口減少がさらに進

むため、家庭内や地域内で労働力融通が難

しく、より広域での対応も考えられる。既

に広域での労働力確保として、農協間連携

による北海道、愛媛、沖縄での農業労働力

の産地間連携の取り組みもある。同様に、

コントラクターや農業サービス事業体など

による農作業の外部化・広域化で労働力の

平準化も検討していく必要があろう。

加えて、天候等による不安定性に加え、

季節性も強い農業労働を、雇用労働と結び

つける工夫も課題になるとみられる。例え

ば、Kamakura Industries株式会社は、数

週間単位の連続した雇用ではなく、農業分

野の「繁忙期だけ労働力が欲しい」ニーズ

に対して、DXによる解決を目指し、農家

と求職者を１日単位で結びつけるサービス

「１日バイトアプリデイワーク」を全国に

展開している。24年は生産者１万名、求職

者10万名の登録があり、マッチング実績は

のべ178,968人に上った（注１）。また、JA

全農福岡県本部では農作業を請け負う企業
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おわりに

や組合を通じて年間約５万人の労働力派遣

を支援している。さらに、農家に代わり農

作業を請け負う企業や組合が効率的に労働

力派遣できるよう、農業生産を存続させる

リソースマネジメントシステムを同志社大

学と産学連携し開発、普及に取り組んでい

る（注２、花木（2026）参照）
（注１）農林水産省「第１回 大企業による農山漁村
現場への人材派遣等の取組促進に係る検討会」
（25年８月１日）資料より

（注２）農林水産業みらい基金プレスリリース「農
林水産業みらい基金 2024 年度助成対象事業の決
定について」24年12月18日付より

本稿でみたように、農業経営体の構造変

化に伴って農業労働力にも質的な変化が生

じている。家族労働の減少が続く一方で、

主に外国人中心に雇用労働の増加が続いて

いる。しかし条件不利地域などでは家族労

働を雇用労働がカバーすることは難しいケ

ースが多く、様々な工夫が検討対象になる

とみられる。今後の農業労働力について

は、単なる農業労働力確保にとどまらず、

労働形態や地域社会との関係性を含めた総

合的な視点が必要になろう。
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・内田多喜生（2026）「2025年農林業センサスにみる
農業構造」『農林金融』１月号
・内田多喜生（2023）「日本の農業情勢の回顧と課題」
『農林金融』１月号
・内田多喜生（2022）「農業生産構造の変化と食料自
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〔要　　　旨〕

日本沿岸の藻場面積は過去30年間で約18％減少し、危機的状況にある。漁協・漁業者が藻
場保全の主体として活動しているが、技術・人材・経済面での課題が顕在化している。本稿
では、2023年度の漁協アンケート調査（478組合）とヒアリング調査に基づき、漁協による藻
場保全活動の実態と課題を分析し、持続可能な方向性を提示する。
調査の結果、43.6％の組合が藻場保全活動に取組み、半数以上で漁業者以外との連携を行

っていた。活動上の課題としては、半数以上の組合が「藻場の維持・再生の技術力・ノウハウ」
「人手の確保」を挙げた。
健康信念モデルの枠組みで分析した結果、「認知された利益」（活動の効果の見えづらさ）

と「認知された障害」（利益を上回る負担・コスト）という二重の問題が、藻場保全活動の停
滞の大きな要因であることが明らかになった。
持続可能な藻場保全に向けては、①技術支援体制の強化と効果の可視化、②海

うみぎょう

業との連携
による経済的インセンティブの創出、③多様な主体との協働体制の構築、④漁場生産力・水
産多面的機能強化対策事業などの事務の簡素化や地方自治体による支援強化が、今後の課題
である。

主任研究員　尾中謙治

目　次
はじめに
１　わが国における藻場の推移と現状
（1）　藻場の推移
（2）　藻場保全・磯焼け対策の動向
２　漁協による藻場保全活動の現状
（1）　アンケート調査の概要と回答組合の属性
（2）　藻場の分布状況
（3）　藻場保全活動への取組み状況
（4）　 藻場保全活動への正組合員の参加と漁業

者以外との連携状況
（5）　 藻場保全活動にあたっての課題と人手の

確保
（6）　 漁業者以外の協力先とその内容

３　漁協が直面する藻場保全活動における課題の
構造的分析

（1）　課題の多層的構造
（2）　 健康信念モデルによる行動要因の分析
（3）　技術的課題
（4）　 人材的課題
４　持続可能な藻場保全に向けた方向性
（1）　技術支援体制の強化と効果の可視化
（2）　 経済的インセンティブの創出

― 海業との連携を中心に―
（3）　多様な主体の参加促進と信頼関係の構築
（4）　制度・支援体制の改善
おわりに

漁協による藻場保全活動の実態と課題
─2023年度漁協アンケート調査結果から─
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１　わが国における藻場の
　　推移と現状　　　　　

日本の沿岸海域は、古来より漁業生産の

重要な基盤であり、その中核を担ってきた

のが藻場である。藻場は、アマモなどの海

草や、ワカメ・コンブ・ガラモなどの海藻

が繁茂する生産性の高い沿岸の浅
せんかいいき

海域であ

り、水産生物の産卵、幼
よ う ち し ぎ ょ

稚仔魚の育成・餌

の確保の場として機能している。また、水

質の浄化や海岸線の保全（波浪の抑制と底

質の安定）、環境学習、保養の役割も果た

している。近年はブルーカーボン（沿岸・

海洋生態系に吸収・固定される炭素）の重

要性が社会的に認識されるようになり、二

酸化炭素の主要な吸収源である藻場の価値

が高まっている。

しかし、過去数十年間における沿岸開

発、海水温の上昇、食害動物（ウニやアイ

ゴなど）の増加といった複合的な要因によ

って、全国的に藻場は急速に減少してい

る。これは水産資源の生産基盤の喪失を意

味する危機的な状況である。

こうした背景の下、漁協および漁業者は

藻場の保全と再生を推進する重要な主体と

して位置づけられるようになった。漁場生

産力・水産多面的機能強化対策事業などの

国の施策による支援、市民やボランティア

ダイバーの参加、大学や研究機関との連

携、企業による支援といった多様な協働体

制が整備されつつある。しかし、活動の現

場では技術・人材・経済面での複合的な課

題が顕在化している。

本稿の目的は、2023年度に実施した漁協

を対象としたアンケート調査とヒアリング

調査の分析を通じ、漁協が直面する課題を

構造的に解明し、持続可能な藻場保全の方

向性を示唆することにある。特に本稿で

は、健康信念モデルの枠組みを援用するこ

とで、漁協および漁業者がなぜ藻場保全活

動に取り組むのか（あるいは取り組まない

のか）という行動要因を体系的に分析す

る。また、海業との連携による経済的イン

センティブの創出という新たな視点を提示

し、藻場保全の実践的な方向性を探る。な

お、ヒアリング調査は、アンケートに回答

した10組合を対象として、その回答内容を

補足するために24年10月から12月に実施し

た。

本稿の構成は以下のとおりである。第１

節では藻場の推移と政策的背景を整理し、

第２節でアンケート調査結果から藻場保全

活動の現状と課題を明らかにする。第３節

では健康信念モデルの枠組みで課題を構造

的に分析し、第４節で持続可能な藻場保全

の方向性を提示する。

（1）藻場の推移

78年度の環境庁（現・環境省）の調査に

よると日本の藻場の総面積は207,615haで

あった（注１）。その後、全国各地の沿岸

で藻場の消滅が顕著になり、89年度から91

年度に環境庁は藻場の面積と消滅の原因を

はじめに
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（最終アクセス2026年４月１日）

（2）藻場保全・磯焼け対策の動向
ａ　政策的認識の歴史的推移

76年度以降の漁業白書で、藻場の減少に

ついて最初に言及しているのは79年度の白

書である。そこには「埋立てに伴う天然海

岸の減少は、沿岸漁場にとって重要なも場

や干がたの減少を招いている」と記されて

いる程度で、藻場の減少は当時の行政上、

大きな問題とは認識されていなかったこと

がうかがえる。むしろ当時は水質汚濁など

が原因で発生する漁業被害が主要な課題と

されていた。

その後数年間の白書では、藻場の減少に

ついて触れない年度のほうが多く、言及さ

れた場合も「埋立てや水質汚濁が進み、藻

場、干潟及び漁場の喪失等漁場環境が悪化

してきた」という記述にとどまっていた。

91年度白書には「最近、北海道から東北地

方の日本海側を中心として、沿岸の岩礁地

帯で有用海藻のほとんどが消減し、石灰藻

で覆われるいわゆる『磯焼け』現象がみら

れ、沿岸漁業に深刻な影響を与えている」

と過年度よりは藻場についての具体的な記

述がみられた。

全国的な藻場の減少について毎年度記載

されるようになったのは、94年度以降の白

書からである。03年度の白書では、藻場の

消滅要因を人為的要因と自然的要因に分け

て体系的に述べている。人為的要因には、

埋立てなどによる直接的な要因と構築物な

どの影響による流れの停滞や水中の砂の分

推定するための調査を実施した。その結果、

藻場の総面積は201,212ha、78年度の調査

（11年前）と比較して6,403ha（3.1％）の消

滅が明らかとなった。藻場消滅の原因は、

全国的には「埋立等直接改変」28.1％、「磯

焼け」14.7％、「その他海況変化等」16.2％、

「不明」40.6％などであった（注２）。なお、

磯焼けとは、「浅海の岩礁・転石域におい

て、海藻の群落（藻場）が季節的消長や多

少の経年変化の範囲を超えて著しく衰退ま

たは消失して貧
ひんしょくせい

植生状態となる現象」（水産

庁（2021））のことである。

最新の環境省の藻場調査（2018～2020年

度）によると、一部の閉鎖性海域等を除いた

全国の藻場分布面積は164,340haであった

（注３）。測定方法が異なるため単純比較は

できないが、89年度から91年度の調査（約

30年前）と比較すると36,872ha（18.3％）の

藻場が消失している。89年度から91年度調

査の報告書には「同じ速度で全国的な藻場

消滅が今後進行した場合、40年後には現在

の全国の藻場面積の約10％が失われること

になり、現状においても事態は大変深刻で

ある」と記されているが、その予測よりも

早いペースで藻場の消滅が進行している。
（注１）おおむね20ｍ以浅の沿岸で、面積１ha以上
の藻場について調査した結果。89年度から91年
度の調査も同様。

（注２）環境庁自然保護局、財団法人海中公園セン
ター（1994）「第４回自然環境保全基礎調査 海
域生物環境調査報告書 第２巻 藻場」
https://www.biodic.go.jp/reports/4-12/r011.
html
（最終アクセス2026年４月１日）

（注３）「藻場調査（2018～2020年度）」環境省生物
多様性センターウェブサイト
https://www.biodic.go.jp/moba/1_4.html
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多面的事業」）が実施されている。

水産多面的事業を活用するためには、漁

業者や漁協などで構成された「活動組織」

を設立することが必要であり、25年の全国

の活動組織は700組織、うち308組織が藻場

保全活動に取り組んでいる。

ｃ　広域的フレームワークの構築

藻場保全のフレームワークとして、「み

どりの食料システム戦略」（21年）や「水

産基本計画」「漁港漁場整備長期計画」

（各22年）において、藻場の保全・創造の

推進が掲げられている。

水産庁は、実効性のある効率的な藻場・

干潟の保全・創造対策を推進するための基

本的な指針として、16年１月に「藻場・干

潟ビジョン」を策定・公表した（23年12月

に改訂）。本ビジョンは、藻場・干潟の衰

退要因やハード・ソフトが一体となった広

域的対策の実施などを提示しており、この

基本方針に基づいて、地方公共団体等が全

国80の各海域で藻場・干潟ビジョンを策定

し（23年12月時点）、それぞれの地域の実

情に応じた取組みを進めている。

こうした藻場保全の推進体制は、国・地

方・活動組織という複層的な構造で機能し

ている。具体的には、①地方公共団体等が

藻場ビジョン（目標・体制）を策定し、②活

動組織がガイドラインに基づいて具体的な

対策を検討・実行する。③実行にあたって

必要なソフト対策（母藻設置、食害生物除

去、モニタリングなど）の費用には水産多

面的事業が活用される。

布変化などの間接的な要因がある。自然的

要因としては、水温の上昇、ウニや貝類、

魚類による食害、透明度の低下（特に藻類

の生長が活発な時期の濁りや汚れの影響）

が挙げられている。

ｂ　積極的な対策の開始と制度化

磯焼けの実態やメカニズムなどの研究は

80年代以降から行われているが、当時は健

全な藻場が多く、磯焼けに対して行政はあ

まり危機感をもっていなかったようである

（安藤（2024））。磯焼けが深刻な問題と

して認識され、積極的に対策が行われるよ

うになったのは04年頃からであった。

水産庁は04年度から「緊急磯焼け対策モ

デル事業」を実施し、その成果として07年

２月に、磯焼けの原因の特定と具体的な対

応策をまとめた「磯焼け対策ガイドライン」

（以下「ガイドライン」）を刊行した。同ガ

イドラインの特徴は、順応的管理（PDCA

サイクル）に基づく対策フローの提示と、

市民参画の促進である。21年には「第３版 

磯焼け対策ガイドライン」として改訂され、

新たな対策や知見、環境変化の影響などが

追加・反映されている。

09年度からは漁業者や地域の住民などが

自発的に行う藻場保全活動を支援する制度

として「環境・生態系保全対策事業」（2009

～2012年度）が開始された。その後、13年

度からは藻場保全を含む、水産業・漁村が

持つ多面的機能を支援するために「水産多

面的機能発揮対策事業」（現・漁場生産力・

水産多面的機能強化対策事業。以下「水産

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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このように、国の基本方針、海域ごとの

ビジョン策定、科学的なガイドラインの提

供、活動組織による実行という体制が整備

されることで、藻場保全が全国的かつ組織

的に推進されているのである。

次節では、このような全国的な施策の下

で、漁協による藻場保全の現状をアンケー

ト調査結果に基づいて分析する。

（1） アンケート調査の概要と回答組合の

属性

本節では、23年度に実施した漁協アンケ

ート調査結果に基づき、漁協による藻場保

全活動の実態について分析する。

アンケートは24年２月に、能登半島地震

の影響を考慮し石川県・富山県を除く全国

の沿海地区漁協1,084組合・支所（１県１漁

協およびそれに類似する大規模漁協の支

所・支店を含む。以下アンケート結果の

「組合・支所」は「組合」と表記）に郵送

で配布し、478組合から回答を得た（回収率

44.1％）。

回答組合の基本属性は多様で、１組合あ

たりの平均正組合員数は112.2名で中央値は

60名、平均水揚金額（属地）は1,433.9百万

円で中央値は382百万円であり、少数の大規

模組合と多数の中小規模組合が共存する構

造となっている。

大海区別の組合構成をみると、東シナ海

区（28.7％）が最も多く、次いで瀬戸内海

区（23.0％）、太平洋中区（11.1％）である

（第１図）。

上記のように組合規模や大海区別にばら

つきが大きいことから、本調査結果の代表

性には限界がある。一方で、調査対象の多

様性は漁協の実態を反映しているといえる。

（2） 藻場の分布状況

藻場分布状況をみると、１ha以上の藻場

があると回答した組合は53.6％であり、半数

以上の組合が藻場のある漁業地区を有して

いる（第１表）。

大海区別にみると、「藻場がある」という

回答が70％を超えているのは、北海道

（81.6％）、日本海西区（78.3％）、太平洋北区

（74.4％）であった。一方、日本海北区（34.5％）

や瀬戸内海区（42.9％）、太平洋中区（44.0％）、

東シナ海区（48.8％）は50％以下であった。

藻場の種類は、海域や水深、底質によっ

て異なる様々なタイプの藻場が立体的に存

在しているが、全体では「アマモ場」（43.3％）

が最も多く、次いで「ワカメ場」（38.5％）

２　漁協による藻場保全活動の
　　現状　　　　　　　　　　

第１図　大海区別の組合数の割合

資料　筆者作成
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であった。大海区別にみると、北海道では

コンブ場が80.0％、日本海西区ではワカメ

場が71.4％、瀬戸内海区ではアマモ場が

73.2％と、海区ごとに違いがあらわれてい

る。

（3）藻場保全活動への取組み状況
ａ　環境・生態系保全の浸透

環境・生態系保全にあたって取り組んで

いることは、「魚介類の放流」（60.4％）が

最も多く、次いで「藻場の保全」（43.6％）、

「漂流・漂着物・堆積物処理（海底清掃）」

（41.2％）であった（第２表）。沿岸生態系

別にみた場合、１ha以上の藻場のある組合

では68.7％が「藻場の保全」に取り組んで

いた。

06年度に水産庁が実施したアンケート調

査（注４）では、環境・生態系保全に取り

組んでいない組合は41.3％であったが、今回

調査では「特にない」は9.6％と大幅に低下

しており、９割の組合が何らかの環境・生

態系保全活動を行っていた。水産多面的事

業などの政策的支援や磯焼けの進行などの

環境悪化に対する認識の向上から、組合で

の取組みが拡大したと推察される。
（注４）水土舎（2007）。アンケート調査は漁協と
支所に実施している。以下、水産庁による2006
年度のアンケート調査は「2006年度調査」とす
る。

ｂ　藻場保全活動の具体的な取組み

藻場保全に取り組んでいる組合が、最も

実施しているのは「食害動物（ウニ類・ア

イゴなど）への対応」（66.5％）であり、

次いで「藻場の観察や環境モニタリング」

上段：％
下段：組合数 合計

藻場（1ha以上）

ない※ ある

全体 100.0
（444）

46.4
（206）

53.6
（238）

大
海
区

北海道 100.0
（38）

18.4
（7）

81.6
（31）

太平洋北区 100.0
（39）

25.6
（10）

74.4
（29）

太平洋中区 100.0
（50）

56.0
（28）

44.0
（22）

太平洋南区 100.0
（37）

37.8
（14）

62.2
（23）

日本海北区 100.0
（29）

65.5
（19）

34.5
（10）

日本海西区 100.0
（23）

21.7
（5）

78.3
（18）

東シナ海区 100.0
（123）

51.2
（63）

48.8
（60）

瀬戸内海区 100.0
（105）

57.1
（60）

42.9
（45）

合計
藻場の種類（複数回答）

アマモ場 ガラモ場 アラメ・
カジメ場 コンブ場 ワカメ場 その他

100.0
（208）

43.3
（90）

26.9
（56）

26.9
（56）

21.2
（44）

38.5
（80）

19.2
（40）

100.0
（30）

33.3
（10）

10.0
（3）

-
-

80.0
（24）

10.0
（3）

20.0
（6）

100.0
（26）

26.9
（7）

11.5
（3）

34.6
（9）

65.4
（17）

65.4
（17）

7.7
（2）

100.0
（20）

40.0
（8）

15.0
（3）

60.0
（12）

-
-

50.0
（10）

10.0
（2）

100.0
（19）

57.9
（11）

26.3
（5）

31.6
（6）

5.3
（1）

15.8
（3）

36.8
（7）

100.0
（9）

44.4
（4）

44.4
（4）

33.3
（3）

22.2
（2）

44.4
（4）

55.6
（5）

100.0
（14）

35.7
（5）

42.9
（6）

50.0
（7）

-
-

71.4
（10）

14.3
（2）

100.0
（49）

30.6
（15）

34.7
（17）

22.4
（11）

-
-

36.7
（18）

28.6
（14）

100.0
（41）

73.2
（30）

36.6
（15）

19.5
（8）

-
-

36.6
（15）

4.9
（2）

第１表　大海区別の藻場の有無と藻場の種類

資料 　筆者作成
（注） 　「ない」には「不明」を含むため、実態として藻場のない割合の解釈には留意。
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（59.6％）、「藻場造成」（59.0％）、「（藻場保

全のために）漁業者以外との連携」（54.3％）

であった（第２図）。

「食害動物への対応」と回答した120組合

の取組みとして最も多かったのは「漁獲」

（58.3 ％）、次いで「（ウニ類の）移植」

（19.2％）、「囲い網等の設置による排除」

（10.8％）であった。「その他」（32.5％）

の大部分は「ウニ類の駆除」であった。

次に、「藻場造成」と回答した110組合

上段：％
下段：組合数 合計

環境・生態系保全における取組み

藻場の
保全

サンゴ礁
の保全

魚介類の
放流

干潟の
保全

ヨシ帯の
保全

漂流・
漂着物・
堆積物
処理

多面的
機能の
教育・
交流活動

その他 特にない

全体 100.0
（427）

43.6
（186）

1.6
（7）

60.4
（258）

14.1
（60）

0.2
（1）

41.2
（176）

13.6
（58）

2.1
（9）

9.6
（41）

沿
岸
生
態
系
区
分

藻場 100.0
（230）

68.7
（158）

1.3
（3）

60.4
（139）

12.6
（29）

-
-

39.1
（90）

13.9
（32）

0.9
（2）

6.1
（14）

干潟 100.0
（87）

29.9
（26）

3.4
（3）

49.4
（43）

56.3
（49）

1.1
（1）

52.9
（46）

21.8
（19）

1.1
（1）

10.3
（9）

サンゴ礁 100.0
（22）

40.9
（9）

31.8
（7）

45.5
（10）

13.6
（3）

-
-

40.9
（9）

18.2
（4）

-
-

13.6
（3）

藻場等
なし

100.0
（84）

16.7
（14）

-
-

58.3
（49）

1.2
（1）

-
-

44.0
（37）

7.1
（6）

6.0
（5）

20.2
（17）

不明 100.0
（65）

26.2
（17）

-
-

76.9
（50）

4.6
（3）

-
-

38.5
（25）

13.8
（9）

1.5
（1）

6.2
（4）

資料 　筆者作成
（注） 　沿岸生態系区分は、組合の漁業地区に面積が1ha以上確認できている生態系であり、複数の生態系に回答している組合もある。

第２表　沿岸生態系別の環境・生態系保全における取組み（複数回答）

第２図　藻場の保全・再生における取組み（複数回答）

資料　筆者作成
（％）

0 20 40 60 80
わからない

その他

未利用海藻の供給

施肥による栄養塩類の供給

藻場にダメージを与えないような配慮

広報活動の実施

密漁等の不正利用の監視

雑海藻の除去（磯掃除）

藻場に生息する生物の資源保護や管理の取組み

漁業者以外との連携

藻場造成

藻場の観察や環境モニタリング

食害動物への対応 66.5

59.6

59.0

（n＝188）

54.3

47.3

17.0

16.5

11.2

9.6

6.9

2.1

2.1

1.6
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の取組みとして最も多かったのは、「母
ぼ そ う

藻

投入」（70.9％）、次いで「人工的に生産

した種子やプレート、ポット投入」（49.1％）、

「種子の採取と播
は し ゅ

種」（20.0％）、「栄養株移

植」（5.5％）であった。2006年度調査と比

較すると、「母藻投入」に取り組んでいる

組合は約２倍に増加しており、それ以外の

取組みはやや増加している程度であった。

第５位の「藻場に生息する生物の資源保

護や管理」と回答した88組合の取組みとし

て最も多かったのは「禁漁期」（75.0％）、

次いで「漁獲サイズの規制」（68.2％）、

「禁漁区」（52.3 ％）、「操業時間規制」

（52 . 3％）、「漁具規制」（23 . 9％）、「漁

獲量の総量規制」（18.2％）であった。対

象生物としては、アワビやサザエ、ウニ類

などの定着性生物があり、これらは移動範

囲が狭く藻場の状態が個体数に直接影響す

るため、厳格な管理が求められる。また、

メバルやカサゴなどの根魚、マダイやクロ

ダイの稚魚、アオリイカの産卵など、藻場を

産卵場や育成場として利用する魚類も重要

な管理対象となっている。さらに、イセエ

ビやクルマエビといった甲殻類も藻場を生

息域としており、これらを含む多様な生物

群集が保護管理の対象として認識されてい

る。

（4） 藻場保全活動への正組合員の参加と

漁業者以外との連携状況
ａ　正組合員の参加状況

藻場保全活動への正組合員の参加割合は

平均3.6割（単純平均）で、参加率が４割未

満と回答している組合が64.9％を占めてい

る。大海区別にみると、太平洋北区と瀬戸

内海区では、参加率が５割以上の組合が半

数を超えている。

１組合あたりの平均参加人数は48.6人

（a）、延べ参加人数は125.0人（b）、参加日

数は2.6日（＝b/a）である。参加日数が少

ないことから、常時参加するリーダー的な

正組合員と、単発的に参加する正組合員の

二層構造が推測される。このため、藻場保

全活動が少数の献身的な正組合員に依存す

る形となっており、彼らの参加が減少した

り、途絶えたりした際には活動の継続性に

課題が生じる可能性がある。

ｂ　漁業者以外の参加状況

藻場保全活動にあたっては、漁業者の高

齢化や後継者不足、リーダー的漁業者への

負担などの問題があり、漁業者以外との連

携の必要性は高まっている。

第２図でみたように、藻場保全にあたっ

て「漁業者以外との連携」をしている組合

は54.3％であり、2006年度調査の24.8％と

比較すると、ほぼ倍増している。増加して

いる理由は、水産多面的事業による支援や

漁業者以外の海の環境に対する関心の高ま

り、藻場保全における技術的支援へのニー

ズの高まりなどが複合的に影響していると

推察される。

連携先としては、「有識者（水産試験場

や水産業普及指導員など）」（70.6％）が最

も多く、次いで「ダイバー」（22.5％）、

「学生・学校（小中高）」（17.6％）であった
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（第３図）。2006年度調査と比較すると、

「地域住民」「企業」が減少しており、背景

には地域住民の減少や高齢化、地域内企業

の減少や経営環境の悪化の影響などが考え

られる。

なお、2006年度調査の「その他」の約８

割が水産業改良普及員を含む行政、残りは

水産試験場等の試験研究機関、漁協職員、

大学、水産高校であり、今回調査の「有識

者」に該当するといえる。有識者との連携

が倍増していることから、藻場保全にあた

っての技術支援の質的要請が高まっている

ことがうかがえる。

2006年度調査の報告書では、「企業」と

「その他」の回答が多いことについて、「民間

企業が環境再生の活動の一環として藻場造

成技術を開発し、それを地域に適用しよう

としていること、また、技術的な面で専門

的知識を必要とすることから水産業

改良普及員や試験研究機関の援助を

得なければ難しいことが原因と思わ

れます」と述べている。

（5）藻場保全活動にあたっての

課題と人手の確保

藻場保全活動にあたっての課題

は、「藻場の維持・再生の技術力・

ノウハウ」（54.3％）が最も多く、

次いで「人手の確保」（50.7％）、

「取組みの継続（組合員などのモ

チベーションの低下）」（38.8％）で

あった（第４図）。一方で、１割の

組合が「特に問題はない（藻場は

維持、再生し、水産資源が回復ないし維持

できている）」と回答していた。「その他」

には「はっきりとした藻場消失の原因がわ

からないので、有効な対策が打てない」「磯

焼け」「組合員の減少」「組合員への環境

意識の啓発」「目に見える効果」などを挙

第３図　「漁業者以外と連携」と回答した組合の連携先
（複数回答）

資料　筆者作成
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4.3
4.9
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22.5
18.8
17.6
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14.7
24.6

36.2
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その他

NPO

大学・大学生

企業

地域住民

学校・学生

ダイバー

有識者
2006年度調査（n＝69）今回調査（n＝102）

第４図　藻場保全活動における課題（複数回答）

資料　筆者作成
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げていた。

第２位の「人手の確保」を課題として回

答した組合の72.7％が、今後の藻場保全活

動における漁業者以外からの協力について

「是非協力を得るべき」と回答している（第

３表）。現在の藻場保全活動への組合員以

外の参加の有無別にみると、「参加してい

る」組合の86.5％が「是非協力を得るべき」

と回答しており、漁業者以外の参加に前向

きであることがわかる。

「条件付きならば協力を得たい」と回答

した組合は、条件として「活動の維持を理

解し、継続して取り組むこと」「組合秩序

（ルール）を維持（守る）こと」「組合員と

ともに行動」「組合員になってもらう」「ボ

ランティア活動であれば協力願いたい」な

どを挙げていた。

また、「協力は得たいが、組合員の理解

が得られない」と回答した組合は、組合員

が反対する理由として「効果に疑問あり」

「密漁の懸念」「員外者への抵抗」などを

挙げていた。

さらに、「協力を得たくない」と回答し

た組合は、その理由として「漁業者と意見

が合うかわからない・食い違う可能性があ

る」「漁場を荒らされる可能性」などを挙

げていた。例えば、活動の優先順位（漁獲

量回復か生態系保全か）、作業方法（伝統

的手法か科学的手法か）、情報公開（SNS発

信による密漁リスク）などをめぐる対立が

懸念されている。組合員以外から藻場保全

活動への参加要望のあった組合の中には

「事故についての対応ができない」「密漁防

止対策」などを理由に、参加を謝絶したケ

ースもあった。

（6）漁業者以外の協力先とその内容

漁業者以外から協力を得ると仮定した場

合の望ましい協力先は、「地元自治体」

（64.2％）が最も多く、次いで「地域住民」

（34.7％）、「漁協系統の連合会」（32.6％）

であった（第５図）。「その他」には「ル

ールを守り、協力いただける方なら、どな

たでも良い」「研究機関」「専門家・有識

者」などを挙げていた。

地元自治体に期待する協力・支援は、

上段：％
下段：組合数 合計

漁業者以外の協力について

是非
協力を
得るべき

条件付き
ならば
協力を
得たい

協力は
得たいが、
組合員の
理解が得
られない

協力を得
たくない その他

全体 100.0
（77）

72.7
（56）

10.4
（8）

7.8
（6）

3.9
（3）

5.2
（4）

組
合
員
以
外

の
参
加
状
況

参加して
いる

100.0
（37）

86.5
（32）

2.7
（1）

5.4
（2）

-
-

5.4
（2）

参加して
いない

100.0
（40）

60.0
（24）

17.5
（7）

10.0
（4）

7.5
（3）

5.0
（2）

資料 　筆者作成

第３表　藻場保全活動における漁業者以外からの協力に対する意識
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「活動費等の財務的支援」（70.9％）が最も

多く、次いで「要員確保等の人的支援」

（18.2％）、「広報・教育活動支援」（16.4％）、

「ノウハウ提供等の技術支援」（7.3％）であ

った。

地域住民に期待する協力・支援は、「要

員確保等の人的支援」（88.9％）が最も多か

った。ただし、地域住民の多くは漁業経験

や海上作業の技術を持たないため、期待さ

れる活動は陸上作業や周辺業務が中心とな

る。例えば、資材準備作業（アマモのマッ

ト作りなど）、海岸清掃（漂着したゴミの

回収など）、事務・管理業務（活動報告書

作成の補助など）が想定される。これらの

作業は海上での専門的技術を必要としない

が、藻場保全活動全体を支える重要な役割

を果たす。漁業者の負担を軽減するため、

地域住民がこうした周辺業務を担うことへ

（1）課題の多層的構造

第４図において藻場保全活動における課

題をみたが、漁協へのヒアリング調査の結

果も踏まえると、漁協が直面する課題は、

①技術的課題（効果的な技術・ノウハウの

不足、成果の見えにくさ）、②人材的課題

（組合員の高齢化、人手不足、少数のリー

ダーへの依存）、③経済的課題（活動コスト

と利益の不均衡）、④意識的課題（組合員の

保全活動への意欲不足、効果への懐疑）、

の期待は高い。一方、潜水を伴う海

上作業については、大学・大学生や

ダイバーなど、海洋活動の経験や技

術を持つ主体との連携が求められて

いる。

「要員確保等の人的支援」の望ま

しい協力先の上位は「地域住民」

「ダイバー」「大学・大学生」「学

校・学生（小中高）」、「活動費等

の財務的支援」の望ましい協力先の

上位は「地元自治体」「漁協系統連

合会」「企業」、「効果的な藻場保

全・造成をおこなうためのノウハウ

提供等の技術支援」の望ましい協力

先の上位は「漁協系統の連合会」

「大学・大学生」「企業」、「広報・教育活

動支援」の協力先の上位は「学校・学生」

「地元自治体」であった。

第５図　藻場保全活動における望ましい協力先（複数回答）

資料　筆者作成
（注）　「藻場保全活動における漁業者以外からの協力に対する意識」（第3表）

の設問において、「是非協力を得るべき」「条件付きならば協力を得た
い」「協力は得たいが、組合員の理解が得られない」と回答した組合が
回答。
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⑤連携的課題（漁業者以外との連携におけ

る心理的抵抗・理解不足）、⑥自然環境的制

約（高水温、貧栄養化、食害、台風など）、

⑦制度的課題（事務手続きの煩雑さ）とい

う７つの側面から整理できる。

これらの課題は単独で存在するのではな

く、相互に影響し合う多層的な構造を持っ

ている。例えば、技術的課題によって藻場

回復の成果が得られないことが、組合員の

モチベーション低下を招き、それが人材確

保をさらに困難にするという悪循環が生じ

ている。このような構造的問題を理解する

ためには、漁協および漁業者がなぜ藻場保

全活動に取り組むのか、あるいは取り組ま

ないのかという行動要因の分析が必要であ

る。

（2）健康信念モデルによる行動要因の

分析

漁協および漁業者が藻場保全活動を実施

し、継続するためには、どのような条件が

満たされる必要があるのだろうか。この問

いに対し、健康信念モデル（Health Belief 

Model）の枠組みを援用して分析する。健

康信念モデルとは、アメリカの公衆衛生学

分野で疾病予防行動を説明するために開発

された理論である。

ここで健康信念モデルを適用する理由

は、同モデルが「自発的な予防行動」が生

起するメカニズムを体系的に示しており、

漁協・漁業者による藻場保全活動が本質的

に「将来のリスクを回避するための予防的

行動」という性質をもつからである。藻場

の減少は水産資源の悪化や生態系の劣化と

いった将来的な不利益をもたらすが、その

影響は即時的に可視化されにくいため、当

事者が主体的に行動を起こすには、リスク

の認知や行動への意欲、行動の実現が重要

となる。これは疾病予防行動が、将来の健

康被害を回避するために個人が判断を下す

構造と類似している。このモデルによれば、

漁協および漁業者が藻場保全活動を実施す

るためには、以下の６つの構成要素を満た

すことが必要である。

第一に、磯焼けが実際に生じており、自

分たちの漁場が危機にさらされているとい

う認知（認知された脆
ぜいじゃく

弱性）、第二に、磯

焼けが漁業に重大な悪影響をもたらすとい

う認知（認知された重大性）であり、これ

らは個人の認知に影響を与える。第三に、藻

場の造成・保全のための活動が磯焼けや漁

業への悪影響を減らすことができるという

認識（認知された利益）、第四に、活動に伴

う負担・コストが利益よりも小さいという

認識（認知された障害）であり、藻場保全活

動への意欲に影響を与える。第五に、活動

を促すための具体的な支援や契機（行動の

きっかけ）、第六に、活動をうまく行うこと

ができる自分たちの能力への確信（自己効

力感）であり、藻場保全活動の実現に影響

を与える（第４表）。

アンケート調査とヒアリング調査を通じ

て、これら６つの要素がどの程度満たされ

ているかを検討すると、以下のことが明ら

かになる。

まず、「認知された脆弱性」と「認知さ
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れた重大性」については、多くの漁協で一

定程度認識されている。藻場の減少・磯焼

けが進行していることは、漁業者の多くが

実感しており、それが漁獲量の減少につな

がっているという認識は共有されている。

しかし、水中の状況は陸上から見えないた

め、組合員全体に危機感が十分に浸透して

いるとは言い難い。ヒアリングした一部の

漁協では、水中映像を組合員に見せること

で初めて磯焼けの深刻さが理解されたとい

う事例もあり、「認知された重大性」を高

めるための工夫が必要である。

次に、「行動のきっかけ」については、

水産多面的事業がその役割を果たしてい

る。同事業は活動経費を支援することで、

漁協および漁業者が藻場保全活動に着手す

る契機を提供してきた。第２節でみたよう

に、藻場保全に取り組む組合は43.6％、１

ha以上の藻場のある組合では68.7％に達し

ている。また、「自己効力感」については、

水産試験場や水産業普及指導員などの有識

者との連携により、技術的支援を受けるこ

とで補完されている。

問題は、「認知された利益」と「認知さ

れた障害」の充足度が低いことである。そ

の背景には藻場保全活動を行っても期待し

た成果が得られない、あるいは成果が見え

づらいという現実があると考えられる。ヒ

アリング調査でも、「藻場の回復や魚の増

加など、成果が目に見えづらい」「藻場保

全の取組みは成果が直接見えづらいので、

モチベーションを維持するのが難しい。い

つまで取り組むのかという不安もある」と

複数の漁協が述べていた。「保全活動をし

ても藻場が回復するわけではない」という

認識があり、これによって「認知された利

益」が低い状態にある漁協が一定数存在し

ていると推察される。

構成要素 影響先 藻場保全活動の実践に
あたっての構成要素

現在の
充足度 求められる対応（例）

認知された脆弱性
個人の
認知

磯焼けが実際に生じており、自分たち
の漁場が危機にさらされているとい
う認知

△～○
水中ドローンや衛星画像、水中映像の活用に
より、「見えない海の中」を可視化し、全組合
員の危機意識を高める。

認知された重大性 磯焼けが漁業に重大な悪影響をもた
らすという認知 △～○

藻場の消失と漁獲量減少の相関データの提
示など、漁業経営への具体的影響を明確に示
す。

認知された利益
行動へ
の意欲

藻場の造成・保全のための活動が磯
焼けや漁業への悪影響を減らすこと
ができるという認識

×～△
効果の可視化（モニタリング結果のフィード
バック）に加え、他地域の成功事例の提示や
小さな変化目標の設定。

認知された障害 活動に伴う負担・コストが利益よりも
小さいという認識 ×

事務手続きの簡素化、多様な主体（ボラン
ティアダイバーや地域住民等）との連携によ
る人手不足の解消、活動費の支援強化。

行動のきっかけ
行動の
実現

活動を促すための具体的な支援や契
機 ○ 水産多面的事業の継続と、地方自治体による

独自の財政的・人的支援の拡充。

自己効力感 活動をうまく行うことができる自分た
ちの能力への確信 ○～△

水産試験場や有識者との連携を深化させ、科
学的知見に基づいた順応的管理（PDCAサイ
クル）を現場で実践できる体制を構築する。

資料 　福田ほか（2008）を参考に筆者作成
（注）　「現在の充足度」は、アンケートおよびヒアリング調査に基づき筆者が評価したものである。「○」は構成要素を満たしている状態、

「×」は満たしていない状態、「△」は一定の認識や体制はあるものの、十分とはいえず課題が残っている状態を示す。

第４表　健康信念モデルにおける6つの主な構成要素と藻場保全活動への適用

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農林金融2026・5
28 - 214

同時に、「認知された障害」も高い。藻

場保全活動には、食害動物の駆除や母藻投

入など、労働集約的な作業が必要であり、

高齢化が進む組合員にとって身体的負担は

大きい。また、水産多面的事業の事務手続

きの煩雑さを指摘する漁協もあり、これも

「障害」として認識されていた。藻場回復

という「利益」が十分に実感できないなか

で、負担・コストばかりが大きいと感じら

れれば、活動へのモチベーションは低下せ

ざるを得ない。

このように、健康信念モデルの枠組みで

分析すると、「認知された利益」の低さと

「認知された障害」の高さという二重の問

題が、漁協の藻場保全活動を阻害する大き

な要因であることが明らかになった。逆に

言えば、藻場が少しでも回復し、魚が戻る

などのプラスの現象が確認できる地域では

活動が継続されていた。「取組みの継続

（組合員などのモチベーションの低下）」

（38.8％）という課題の根底には、この「利

益と障害のバランス」の問題があるといえ

る。

（3）技術的課題

「認知された利益」の低さは、技術的課

題と密接に関連している。アンケート調査

で「藻場の維持・再生の技術力・ノウハウ」

が最大の課題として挙げられたことは、藻

場保全活動の成否が技術に大きく依存して

いることを示している。

磯焼けの原因は、海水温の上昇、食害動

物の増加、栄養塩の変化、海流の変動など、

複合的かつ地域固有の要因によって引き起

こされる。したがって、全国一律の対策で

は効果が得られず、各地域の状況に応じた

科学的知見に基づく技術的アプローチが必

要である。

ガイドラインでは、原因の特定から対策

の実施、効果測定までの順応的管理

（PDCAサイクル）を提示しているが、実際

にこのサイクルを回すためには高度な専門

知識が求められる。

漁協および漁業者の多くは、長年の経験

に基づく優れた現場知をもっているが、磯

焼けという新しい環境変化に対応するため

の科学的知識や最新の技術情報は必ずしも

十分ではない。そのため、アンケート調査

で、漁業者以外との連携先として「有識者

（水産試験場や水産業普及指導員など）」

が70.6％と圧倒的に多かったのは、技術支

援への強いニーズを反映していると考えら

れる。2006年度調査と比較しても、有識者

への依存度は高まっており、藻場保全にお

ける技術支援の質的要請が高まっているこ

とがわかる。

しかし、技術支援を受けたとしても、成

果が目に見えるまでには長い期間を要す

る。藻場の回復には数年から十年以上かか

ることも珍しくなく、その間に組合員の世

代交代が進むことで、活動の継続性が失わ

れるリスクもある。また、自然環境の変動

（高水温、台風など）によって、回復傾向

にあった藻場が再び消失することもある。

こうした「成果の不確実性」が、「認知さ

れた利益」の低さにつながっている。
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さらに、藻場の回復を定量的にモニタリ

ングし、その効果を可視化する技術も重要

である。第２図でみたとおり、約６割の組

合で「藻場の観察や環境モニタリング」を

実施しているが、実施にあたってはデジタ

ルカメラによる部分的な藻場の把握にとど

まっているケースや、組合員に十分にフィ

ードバックされていないケースも散見され

る。こうした状況に対し、水中ドローンや

衛星画像解析などの新技術を活用し、藻場

の変化を広範囲で把握して組合員に可視化

しフィードバックすることができれば、

「認知された利益」を高めることができる

と考えられる。しかし、これらの技術導入

には費用と専門性が必要であり、多くの漁

協にとっては容易ではない。

（4）人材的課題

藻場保全活動における「人手の確保」は、

技術的課題に次ぐ重要な課題である。組合

員の高齢化は全国的な傾向であり、多くの

漁協で後継者不足が深刻化している。若い

世代は漁業経営や生活の維持に追われ、直

接的な収益につながらない藻場保全活動へ

の参加意欲が低い人もいる。また、前述し

たように、活動の効果が実感できなければ、

参加へのインセンティブはさらに低下する。

このような状況のなかで、漁業者以外と

の連携が注目されている。アンケート調査

では、「人手の確保」を課題と回答した組

合の72.7％が「是非協力を得るべき」と回

答しており、漁業者以外の参加に対する期

待の高さがうかがえる。特に、地域住民、

ダイバー、大学・大学生、学校・学生（小

中高）などが、人的支援の協力先として期

待されている。

しかし一方で、漁業者以外との連携には

心理的抵抗も存在する。漁場は漁業者にと

って生活の基盤であり、「密漁の懸念」や

「意見の食い違い」など漁業者以外に対す

る警戒感は根強い。また、ボランティアの

事故対応や責任の所在についても懸念され

ている。また、漁協は協力先には単発的な

参加ではなく、持続的かつ漁協の規範を尊

重する形での協働を求めているケースが多

い。こうした条件をクリアし、漁業者と漁

業者以外が相互に信頼関係を構築できるか

どうかが、今後の藻場保全活動の持続可能

性を左右する鍵となる。

第３節で明らかになった課題を克服し、

持続可能な藻場保全を実現するためには、

どのような方向性が求められるのだろうか。

本節では、①技術支援体制の強化、②経済

的インセンティブの創出、③多様な主体の

参加促進、④制度・支援体制の改善という

４つの側面から具体的な方向性を提示する。

（1）技術支援体制の強化と効果の可視化

「認知された利益」を高めるためには、

藻場保全活動の効果を科学的に実証し、組

合員に可視化し伝えることが不可欠である。

そのためには、水産業普及指導員や水産試

４　持続可能な藻場保全に
　　向けた方向性　　　　
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験場、大学などの研究機関との連携をさら

に深化させ、順応的管理（PDCAサイクル）

を実質化することが必要である。

ガイドラインが示す順応的管理のプロセ

スは、磯焼けの感知→現状把握（阻害要因

の特定）→対策手法の検討と計画づくり→

対策の実施→モニタリング→対策の評価→

次の磯焼け対策の検討という一連のサイク

ルである。しかし、多くの漁協では、この

サイクルを回すための専門的知識や人材が

不足している。したがって、水産業普及指

導員や水産試験場が、より積極的に現場に

入り込み、モニタリングの設計、データ収

集と分析、対策の評価を漁協と協働で行う

体制を構築することが求められる。

特に重要なのは、効果測定と可視化の仕

組みである。水中ドローンや衛星画像解析、

ダイバーによる定点観測などを活用して、

藻場の面積や種組成の変化を定量的に把握

し、その結果を組合員にわかりやすく伝え

ることが必要である。ヒアリング調査では、

水中映像を組合員に見せることで磯焼けの

深刻さや藻場回復の兆しを実感させた漁協

の事例があった。こうした視覚的なフィー

ドバックは、「認知された重大性」と「認

知された利益」の両方を高める効果が期待

できる。

ただし、藻場回復には長期間を要するた

め、短期的成果が見えにくいという問題が

ある。この課題に対応するためには、中長

期的なモニタリング結果の蓄積と、組合員

がポジティブな長期展望を持つための工夫

が必要である。

まず、中長期的なモニタリング結果を継

続的に蓄積し、組合員に共有することが重

要である。たとえ年単位では大きな変化が

見られなくても、５年、10年のスパンで藻

場が徐々に回復していることが確認できれ

ば、活動継続のモチベーション維持につな

がる。

さらに、組合員にポジティブな長期展望

を持ってもらうための具体的な方策として、

以下の３点が有効と考えられる。第一に、

他地域の成功事例を視覚的に提示し、「数

年後には自分たちの海もこうなる」という

具体的なイメージを共有することである。

藻場が回復した海域の水中映像や漁獲量の

回復データを示すことで、将来への希望を

抱かせることができる。第二に、中間目標

（マイルストーン）を設定し、小さな進捗

を可視化して評価することである。例えば、

「ウニの駆除数が目標の80％達成」「母藻

の定着率が昨年比20％向上」といった部分

的な成果を共有し、組合員に達成感を与え

ることが重要である。第三に、若い世代や

子どもたちを巻き込んだ活動を展開し、「次

世代のために豊かな海を残す」という使命

感を醸成することである。小中学生の藻場

観察会や環境学習との連携は、組合員に長

期的視点と社会的意義を実感させる効果が

ある。

こうした取組みを通じて、目の前の成果

が明確ではなくても、将来への確かな投資

として藻場保全活動を位置づけることがで

きるであろう。
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（2）経済的インセンティブの創出

―海業との連携を中心に―

「認知された障害」を低減し、「認知さ

れた利益」を高めるためには、経済的イン

センティブの創出が鍵となる。藻場保全活

動における日当などを引き上げることは一

つの直接的な方策である。しかし、より本

質的には、藻場保全活動が漁協および漁業

者の所得向上に直結する仕組みを構築する

ことが求められる（注５）。

その有力な方策の一つとして海業との連

携が挙げられる。海業とは漁協や漁業者が

中心となって行政や地元事業者などと連携

し、漁村全体の価値を創造・向上する事業

である。当事業は、その価値を国内外の顧

客に提供することによって漁村の活性化

（漁業者の所得向上など）を実現するもので

あり、観光・レジャー・渚
なぎさはく

泊、飲食・加工

販売、体験・教育、漁港等を活用した養殖

などが含まれる。

漁業が厳しい状況にあるなかで、漁協お

よび漁業者は所得に直結しない藻場保全に

対してインセンティブが働きにくい。しか

し、海業の取組みを推進し所得向上を図る

ことは、藻場保全への新たな動機づけとな

りうる。なぜなら、海業が成立するために

は地域漁業が維持されることが前提であり、

その土台である藻場などの海の環境が整っ

ていることが重要だからである。海業が確

立することによって、その存続のためには

漁協および漁業者は漁業と藻場に目を向け

る必要があるため、藻場保全に取り組むイ

ンセンティブが働くようになる。これは、

「活動に伴う負担・コストが利益よりも小

さい」という「認知された障害」の低減に

つながる。

例えば、漁業者が遊漁船業によって所得

を確保し、一層の釣り客を誘致するために

藻場保全に取り組むというプロセスが考え

られる。藻場が回復することで魚が増加し、

釣り客の満足度が高まり、リピーターの獲

得や口コミによる集客増につながる可能性

がある。さらに、回復した藻場はスキュー

バダイビングやシュノーケリングなどのマ

リンレジャーの対象ともなり、新たな観光

資源として活用できる。また、藻場体験学

習や環境教育プログラムを提供することで、

学校や企業からの体験料収入を得ることも

可能である。

従来の「漁業⇔藻場」という関係だけで

なく、「海業⇔藻場」という新たな関係性

から藻場保全のあり方を検討することが必

要である。海業には外部の利用者・観光客

が関与することとなるため、彼らに藻場保

全やブルーカーボンへの関心を誘発するこ

とができる。例えば、観光客が藻場保全活

動に参加する体験型プログラムを提供した

り、地元産の海藻加工品を販売したりする

ことで、藻場保全と地域経済の好循環を生

み出すことも可能である。

また、ブルーカーボンクレジットの活用

可能性も検討に値する。藻場が吸収・固定

する二酸化炭素をクレジット化し、企業な

どに販売することで藻場保全活動の資金源

とする取組みが各地で試行されている。一

方で、クレジット認証の手続きの複雑さや
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取引価格の不確実性など、実用化に向けた

課題も少なくない。そもそも今回のアンケ

ート調査では、半数以上の漁協（62.8％）

がブルーカーボンクレジットを「知らない・

理解していない」と回答しており、認知度

向上が喫緊の課題である。今後、認知度の

向上や制度の整備と簡素化が進めば、経済

的インセンティブの一つとして機能する可

能性がある。

ただし、ブルーカーボンクレジットは政

策・制度に依存する仕組みであり、将来的

な政策変更や制度見直しによって取引価格

が変動したり、支援が縮小したりするリス

クを内包している。したがって、ブルーカ

ーボンクレジットのみに依存するのではな

く、他の経済的インセンティブと組み合わ

せた多様な収益基盤の構築が重要である。
（注５）農業の多面的機能支払交付金では、農地や
水路の保全活動が営農活動の持続性を支えるも
のの、保全活動そのものが所得向上に直接つな
がる経路は見えにくい。一方、藻場保全活動は、
水産資源の回復を通じて漁獲量の増加や魚価の
向上という漁業の所得向上に直結する可能性が
ある。さらに、回復した藻場は遊漁船やマリン
レジャー、体験学習などの海業による新たな収
益機会の創出にもつながる。つまり、藻場保全
は漁業と海業の両面から所得向上への複数の経
路を開く可能性を持っており、この点が農業と
の違いといえる。

（3） 多様な主体の参加促進と信頼関係の

構築

人材不足を補うためには、漁業者以外と

の協働は不可欠である。甫
ほ き も と

喜本（2025）が

指摘するように、現代の漁協職員には、ブ

ルーカーボンや民間企業とのコラボレーシ

ョン、新規漁業者の支援など、外部環境へ

の適応を促す「地域漁業のコーディネート

機能」が求められている。藻場保全活動に

おける多様な主体との連携は、まさにこう

した職員の役割転換を実践する場となりう

る。

アンケート調査では、地域住民、ダイバ

ー、大学・大学生、学校・学生（小中高）

などが人的支援の協力先として期待されて

いる。しかし、第３節で述べたように、密

漁の懸念や意見の食い違い、事故対応など

の理由から、漁業者以外の参加に対する心

理的抵抗も存在する。

こうした抵抗を克服するためには、参加

者に対するルール遵守の徹底と、継続的な

関係構築が重要である。単発的なボランテ

ィア活動ではなく、定期的に活動に参加し、

漁協の規範を理解・尊重する形での協働が

求められる。また、事前のオリエンテーシ

ョンや安全講習を実施し、事故リスクを最

小化するとともに、保険加入などによる責

任の明確化も不可欠である。

さらに、漁業者と漁業者以外が相互に学

び合う機会を設けることも有効である。漁

業者は海に関する豊富な知識と知恵を持っ

ており、ダイバーや研究者は科学的知識や

観察技術を持っている。こうした異なる知

識や視点を融合させることで、より効果的

な藻場保全活動の実現が可能となる。

（4） 制度・支援体制の改善

水産多面的事業は、藻場保全活動を推進

するうえで重要な「行動のきっかけ」を提供

している。しかし、事務手続きの煩雑さが
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「認知された障害」の一つとして指摘され

ており、制度の簡素化が求められる。特に、

小規模な漁協にとっては、書類作成や報告

業務の負担が大きく、活動参加のハードル

となっている。オンライン申請システムの

導入や記載項目の削減など、事務負担を軽

減する具体的な工夫が必要である。

また、地方自治体による財政的・人的支

援の強化も重要である。アンケート調査で

は、地元自治体に対し「活動費等の財務的

支援」への期待が最も高かった。都道府県

や市町村が独自の補助制度を設けたり、職

員を藻場保全活動に派遣したりすることで、

漁協の負担を軽減することが可能となる。

さらに、漁協系統連合会によるノウハウ

提供や広域的な情報共有の仕組みも求めら

れる。成功事例や失敗事例を漁協間で共有

し、他地域の経験から学ぶことで、各漁協

が試行錯誤するコストを削減し、より効果

的な取組みを実施できるようになるであろ

う。

本稿では、2023年度に実施した漁協アン

ケート調査とヒアリング調査に基づき、漁

協による藻場保全活動の実態と課題を明ら

かにし、持続可能な藻場保全の方向性を検

討した。

分析の結果、以下の知見が得られた。第

一に、藻場保全活動は全国的に広がりを見

せているものの、技術・人材・経済の各側

面で多くの課題を抱えている。第二に、健

康信念モデルの枠組みで分析した結果、

「認知された利益」の低さ（活動の効果の

見えづらさ）と「認知された障害」の高さ

（利益を上回る負担・コスト）という二重

の問題が、活動の停滞を招く大きな要因で

あることが明らかになった。第三に、少数

のリーダー的組合員に依存する脆弱な参加

構造が存在し、彼らの高齢化によって活動

継続のリスクが高まっていることが示唆さ

れた。

今後の展望としては、技術支援の強化と

効果の可視化を通じて「認知された利益」

を高めることが急務である。同時に、海業

との連携による新たな経済的価値の創出は、

藻場保全に対するインセンティブを根本的

に変える可能性を秘めている。また、多様

な主体との協働による持続可能な体制構築

も不可欠である。

残された課題としては、海業と藻場保全

の具体的連携モデルの開発、気候変動下で

の順応的管理手法の確立、ブルーカーボン

クレジットの実効性の検証などが挙げられ

る。藻場は水産資源の生産基盤であると同

時に、地球環境保全にも寄与する貴重な生

態系であるため、その保全と再生は、漁協

および漁業者だけでなく、社会全体で取り

組むべき喫緊の課題である。
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お魚様第一主義

大学の業務の中で事業承継を取り扱う教育プログラムに携わって５年目にな
る。99%を占める中小企業の中には、後継者の不在を理由にした廃業が少なく
ない。帝国データバンクによる2025年の調査では、自治体やM&Aの仲介事業
者、地域金融機関等の支援策の拡大により減少傾向にあるものの、それでも後
継者不在率は５割を上回る。農業、漁業のような一次産業も含めて廃業が社会
課題となる中で、事業承継をテーマにした教育プログラムが実施されてきた。
筆者がプログラムの一環で担当する後継経営者や後継経営者候補による講演
会では、これまで農家や鮮魚専門店、漁網会社や漁具販売店といった日本の食
を支える方々にゲストスピーカーをお願いしてきた。高齢化や人口減少の影響
もあり、日本の食を支える産業を取り巻く環境は決して良いとはいえない。し
かし、逆境に立ち向かいながら第一線で活躍する講演者の取り組みの中に希望
を見出すことは少なくない。
京都鞍馬口の鮮魚専門店の株式会社西

にしあさ

浅の３代目に当たる児玉周さんもその
１人である。同社は、日本初の中央卸売市場である京都中央卸売市場が開場す
る１年前、1927年に創業した老舗鮮魚専門店である。京都を中心に大阪、滋賀
に計12店舗を構える。企業ポリシーは「お魚様第一主義」である「客」を「魚」
に入れ替えたのは、消費喚起だけを正義に他者を搾取してきた資本主義へのア
ンチテーゼだという。児玉社長は天然資源である魚の機械的な大量生産・大量
消費を否定し、職人たちの手仕事と生産者の想いをのせて魚の持つ本来の味や
価値を大切にした販売活動を行うことで、「倫理的」「道徳的」な消費者行動を
促したいと考えている。ここには、魚食文化を持続させたいという思いがある。
同社では個店主義をとっており、職人である店長の方針が各店舗に反映され
ている。店長は毎朝、中央卸売市場に足を運び、自らの判断で美味しい魚を仕
入れる。筆者が訪問した京都市内のスーパーマーケット内にある店舗では、短
時間で陳列スペースがダイナミックに変化していた。店長はその日の顧客の動
向も確認しながら、短時間で大胆に陳列スペースを作り変えていく。その日の
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目玉商品であった脂の乗った旬のサワラは目の前でみるみる売れていった。美
味しい食べ方についてのアドバイスも忘れない。魚好きのプロ集団による魚本
来の味や価値を伝えるための店舗づくりを徹底している。
「ホンモノの産直」も西浅が力を入れる取り組みである。「ホンモノ」とある
ように、ただ中間流通を省いて、産地から鮮魚を直送するだけではない点に西
浅のこだわりがある。店舗を横断して専門のバイヤーだけではなく、魚の価値
を最大限に引き出すことに長けた職人＝店長が仕入れを担当する。１尾、１尾
を大切しながらプライドを持って漁業に取り組む漁業者や産地の業者から、職
人がホンモノの味をその価値を評価した価格で仕入れる。そのため「ホンモノ
の産直」は常時行われるわけではない。品質の良い魚が水揚げされた時だけ開
催される。産地と連携しながら職人が責任をもって本当に美味しい魚を消費者
に届けることを目的に行うのが「ホンモノ」の産直である。
濵田武士によると魚食普及を支えたのは、細やかに消費者のニーズやシーズ
にも対応しながら柔軟に経営を行う対面販売方式の鮮魚小売店であったという
（『サカナ戦争 グローバル化する魚食と日本漁業の未来』、家の光協会、2025年）。
消費者の買いやすい魚を仕入れ、魚の鮮度や状態を踏まえて食べ方も提案する
ことで魚食が普及した。現在、鮮魚小売店の事業所数はピーク時の５分の１に
まで減少した。需要を喚起する存在であった対面販売の鮮魚小売店が減少した
ことは、「魚離れ」の一因となってきた。
一見すると奇を衒

てら

っているかにもみえる西浅の「お魚様第一主義」ではある
が、消費者に魚の美味しさや価値を伝え続けてきた鮮魚専門店の持つ強みを生
かした取り組みであると言える。産地と連携しながら消費者にホンモノの魚の
味や価値を伝えていくことは、魚食の普及にとどまらず、後継者の確保が困難
な漁業の次世代の承継を考える上でも重要な取り組みになるだろう。私たちが
魚を食べ続けるための取り組みとして「お魚様第一主義」が今後どのような展
開を見せるのか、美味しい魚を味わいつつ注視していきたい。

（立命館大学 経営学部経営学科 教授　植田展大・うえだ のぶひろ）
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〔要　　　旨〕

農産物の価格や収入の変動を農業者に対して補てんする米国の農産物プログラムについて、
その働きと制度改正の影響を確認するため、主要作物の政策価格・市場価格・生産費につい
て2002年以降の推移を調べた。総じて各品目の特性の違いに応じた仕組みとなっている。
農産物プログラムの種類別の利用状況は品目によって大きく異なる。落花生や米のように
生産費に対して市場価格が低めの品目は、不足払いによる安定的な補てんに経営収支を依存
している。逆に市場価格の高い大豆は不足払いの発動が期待できず、収入ナラシを利用して
いる。小麦などそれ以外の品目は中間的な位置づけにあり、市況によって不足払い・収入ナ
ラシの選択（割合）が大きく変化する。年次選択の仕組みが有効に機能している。
こうした不足払いの機能は、14年と25年の政策価格（参照価格）引上げによって維持され
ている。25年の改正には予算の大幅拡大を要した。
販売支援融資制度による補てんは市場価格のすう勢的上昇のためほとんどの品目で発生し
にくくなったが、綿花は調整済世界価格との差額による補てんが生じやすく25年の改正によ
る強化も有効である。
農産物プログラムで網羅しきれないリスクは収入保険等の作物保険によりある程度対応で

きる。各種のリスク管理手段は、臨時補助金の必要を抑制することが期待されている。

理事研究員　平澤明彦

目　次
はじめに
１　分析の枠組み
（1）　農産物プログラムの施策と発動価格
（2）　データの説明
２　市場価格の推移
３　2025年以降の政策価格引上げ

４　不足払いと収入ナラシの選択実績
５　６品目の時系列推移
（1）　３大作物
（2）　南部の３作物
（3）　品目間の比較
６　考察

米国農産物プログラムの所得・価格支持
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米国農業政策の大きな特色の一つは、農

業者が直面する価格や収入の変動リスクを

補てんする各種の施策が発達している点で

ある。農業法に基づく常設の農業所得安定

化政策は、直接支払い等を提供する農産物

プログラムと、作物保険プログラムからな

る。本稿はそのうち農産物プログラムの主

要作物向け施策について、02年以降におけ

る政策価格等の推移をたどることにより、

その機能と有効性を確認する。

足下では米国の主要作物は23年以降、農

産物価格の低下と生産費の高止まりによっ

て経営収支が圧迫され、25年には14年ぶり

に不足払いの水準が引上げられた。また、

過去十数年の間には収入ナラシ（2009年）

や不足払いの一時的引上げ（2019年）、不

足払い・収入ナラシの年次選択制（2021年）

など、新たな施策や仕組みも導入されてい

る。

わが国においても生産費の上昇や、異常

気象による生産の不安定化といったリスク

への対処は重要な課題となっている。市況

や生産費の変化に合わせて制度を見直し、

新たな仕組みを生み出し続ける米国の例は

参考になるであろう。

平澤（2026a, b）は主要作物の農産物プ

ログラムについて制度の概要と2025年の主

はじめに

１　分析の枠組み

な改正内容を説明した。しかしその制度が

どのように働くかを理解するには、農業者

の実際の参加状況や、市況に応じた価格・

収入補てんの発生状況（頻度・時期・水

準）、補てんの有効性（適時・適量）、品

目別の相違（利用状況・依存度）といった

点を確認する必要がある。また、既往の実

績を確認することにより、25年の改正内容

を相対化し評価できる。

そこで本稿では、主要作物（注１）に対

する農産物プログラムの有効性と、近年の

制度改正による影響を調べるために、各種

政策価格と市場価格（生産者価格）および

生産費を対比し、その時系列推移を分析す

る（注２）。これらの価格・費用間の大小

関係とその変化をたどることにより、各品

目における各施策の有効性や施策間の相対

的な優位性を把握できる。

(1)　農産物プログラムの施策と

発動価格

農産物プログラムによる主要作物の価

格・所得支持は、主に価格または収入の低

下を補てんするものである。施策は３種

類、すなわち不足払い（PLC）と収入ナラ

シ（ARC）、販売支援融資（MAL）からな

る（注３）。不足払い・収入ナラシは国費

で賄われており農業者による拠出は無い。

まず、不足払いは作物の市場価格が一定の

水準を下回った場合の補償である。低価格

期に安定的な補償を提供する一方、高価格

期には発動されない。次に、収入ナラシは

収入保険を補完する制度として構想され
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が、既往データについては単収の実績値を

用いて計算すれば表に示した形で事後的に

発動価格を定義できる（注５）。この方法

によって収入ナラシと他の施策との間で価

格面の対比が可能となる一方、現実には単

収変動リスクへの対処が重要であることを

適宜考慮する必要がある（注６）。

また、農産物プログラムの有効性に影響

のある主な制度改正（第２表）として、政

策価格（参照価格および融資単価）の引上

げと、不足払い・収入ナラシの年次選択、

そして実効参照価格（参照価格の一時的な

引上げ）の導入に着目する。なお、綿花に

限った特殊な制度改正については綿花の分

析の項で説明する。
（注１）砂糖は割愛するが別途の独立した制度があ
る。

（注２）時系列データの構成は平澤（2016, 2019）
を踏襲し、項目と品目を拡大する。

（注３）不足払いと収入ナラシは日本の用語を用い
る。現行制度の正式名称はそれぞれ価格損失補
償（PriceLoss Coverage）と農業リスク補償
（Agriculture Risk Coverage）である。また、
販売支援融資の原語はMarketing Assistance 
Loanである。

（注４）農産物プログラムの概要については平澤
（2026a）を参照。収入ナラシのうち、本稿では

た。作物の販売による収入（市場価格×単

収）が過去数年間の平均的な値と比べて１

割以上低下した場合の補償であるが、補償

の割合は12％までに限られている。高価格

期にも有効な補償を提供する一方で、低価

格が続くと保証収入の水準が低くなる。こ

のように市況によってプログラムの有効性

は変化する。そのため不足払いと収入ナラ

シは農業者が毎年作目ごとにいずれかを選

択して対応する。いま一つの販売支援融資

は作物担保融資を提供するとともに、不足

払い・収入ナラシの対象から外れる顕著な

安値を補てんする（注４）。

これら３つの施策はいずれも固有の発動

基準を有している。以下では統一的な分析

のため、それらに対応する価格を必要に応

じて一括し「発動価格」と呼ぶ。この発動

価格とは、それを下回れば各種施策による

支払い等が発動される市場価格の水準を指

す（第１表）。不足払いについては実効参

照価格、販売支援融資については融資単価

という政策価格が相当する。一方、収入ナ

ラシの本来の発動基準は保証収入である

施策 発動価格 内容

郡収入ナラシ
（ARC）

5中3平均全国市場価格
× 5中3平均全国単収
× 90％／当年全国単収
[2024年以前は85％]

独自に定義、単収の実績値により事後的に算出。この
価格未満では実績収入が基準収入を下回る。
ただし直近5年の価格のうち実効参照価格を下回るも
のは実効参照価格で置き換えて計算する

不足払い
（PLC）

実効参照価格
＝ 5中3平均全国市場価格
×  88％[2024年以前は85％]

過去5年間の全国市場価格が高い場合に通常の（法定）
参照価格を一時的に引上げる。それ以外の場合および
2018年以前は通常の参照価格を用いる

販売支援融資
（MAL）

融資単価 作物担保融資額。それよりも郡市場価格（または米・綿
花の場合、調整済世界価格）の方が低いときには随時、
返済減額ないし融資不足払いが可能

資料 　筆者作成

第１表　農産物プログラムの発動価格（主要作物）
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される可能性がある。

（2）データの説明

以下の分析で用いるデータにつ

いて説明する。３種類の発動価格

（先述）と、作物の市場価格のほ

かに、分析の後半では生産費と各

種補助金（既往制度および臨時措

置によるもの）を適宜加える。基

本となる時系列の構成は2002年か

ら2025年ないし2026年の品目別年

次データである。この期間は00年

以降に制定された３つの農業法（2002年、

2008年、2014年）の全期間と、現行2018

年農業法にまたがっている。データの年次

は各作物の収穫された年とその販売期間

（販売年度）に対応している。分析の前半で

は現行の不足払い・収入ナラシ制度が導入

された14年以降のデータを用いる。データ

はすべて全国合計値であり、地域別のデー

タは用いない（注７）。

主要作物の農産物プログラムは、生産者

段階の市場価格に基づいて発動される。そ

の市場価格は施策によって年間平均と時価

が使い分けられている。不足払い・収入ナ

ラシは１年単位の補てんであり、その支払

額算出に用いられる市場価格は販売年度の

全国平均値である。本稿では基本的にこの

価格を用いる。主に実績値を用いるが、25

年の数値は農務省の予測値である。

それに対して、販売支援融資の貸付・償

還とそれに伴う補てんは随時行われる。そ

の発動・算出に用いられる市場価格は、各

利用のほとんどを占める郡収入ナラシのみを取
りあげ、農場収入ナラシは割愛する。後者は単
収変動リスクへの対処に重点がある。

（注５）郡収入ナラシの発動条件は
保証収入＞実績収入である。

ただし、
保証収入＝基準収入×90％ [2024年以前は88％ ]
基準収入＝５中３平均全国市場価格

×５中３平均郡単収
（５中３平均は直近５年間のうち最大値と最小値
を除いた３年の平均値、対象となる５年間は生
産の６年前から２年前まで）
実績収入＝年間平均全国市場価格×郡単収

これらを整理すると最初の式は
５中３平均全国市場価格×５中３平均郡単収×

90％ /郡単収
＞年間平均全国市場価格 となる。

この左辺を発動価格とみなす。過去のデータに
ついては郡単収（本稿の分析では全国値を用い
るので全国単収）が分かっているため、このよ
うにして発動価格を事後的に得ることができる。
なお、後段で用いる2026年の収入ナラシ発動価
格は、単収の変化を捨象、つまり従来並みの単
収を想定して、５中３平均全国市場価格×90％
とする。

（注６）たとえば発動価格の面で不足払いよりも優
位である場合、単収リスクにも対処できる収入
ナラシの優位性はその分増す。逆に発動価格が
不足払いのそれを下回る場合でも、不足払いの
発動が見込まれない年や、単収リスクへの対処
が重要な品目や地域では収入ナラシの方が重視

制度改正 法律 実施年
不足払い制度の復活（CCP） 2002年農業法 2002
州収入ナラシ（ACRE）の導入 2008年農業法 09
群・農場収入ナラシ（ARC）への転換 2014年農業法 14
不足払い制度の変更（CCPからPLCへ） 2014年農業法 14

（法定）参照価格の引上げ
2014年農業法 14
2025年予算調整法 25

融資単価の引上げ
2018年農業法 19
2025年予算調整法 26

実効参照価格の導入 2018年農業法 19
不足払いと収入ナラシの年次選択 2018年農業法 21
実効参照価格の引上げ 2025年予算調整法 25
資料 　筆者作成
（注） 　一部の品目における小幅な政策価格の変更は省略した。

第２表　分析対象期間における主な制度改正
（全品目共通のもの）
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地における直前30日間の平均値である。こ

の価格は郡公示価格（posted county price）

として日次（油糧種子は週次）で発表され

ている。以下の分析では不足払い・収入ナ

ラシと生産費のデータに合わせるため、そ

れに代えて全国年間平均値を用いる（注

８）が、年内の変動にも必要に応じて言及

する。また、米と綿花で用いられる「調整

した現行世界市場価格（調整済世界価格）」

は週次で発表されている。綿花については

この週次価格も適時参照する。

生産費は、農務省経済局の費用収益デー

タ（cost and returns）を単位重量当たりに

換算して用いる。データの連続性は必ずし

も良好ではないため（特に綿花）、必要に

応じて本文中で言及する。

発動価格が定められている農産物は29品

目、うち作物は25品目ある。そのうち時系

列データの利用可能な24品目を対象とす

る。とはいえ３大作物であるトウモロコ

シ、大豆、小麦をはじめ、作付面積の大部

分は上位品目に集中している。それらの生

産は特定の主産地に偏っており、品目間で

産地の重複もある。以下の分析では品目別

の相違がそうした地域差に対応して現れて

くるため、特に重要となる３つの主要産地

とその生産品目をここで説明しておく。中

西部のコーンベルトではトウモロコシと大

豆の輪作が盛んである。この２作物は他の

地域でも広く生産されている。その西側に

は南北に長い大平原の小麦ベルトが位置し

ている。この地域はコーンベルトよりも乾

燥しており、小麦のほかに地域の一部では

２　市場価格の推移

ソルガムや大豆以外の豆類も多く生産して

いる。一方、南部は気温が高く、綿花、米、

落花生の生産が集中している。
（注７）収入ナラシは郡別の単収が発動の有無と給
付額に影響する。したがって単収の地域差は重
要な要素であるため、本文中で必要に応じて言
及する。

（注８）近年は発動実績が少ないため大きな問題は
無いとみなす。

まず、全品目の最近の市場価格推移を把

握しておきたい。異なる品目の価格を同じ

基準で対比し、かつ現在の値下がり局面に

おける不足払いの発動状況を確認するため

に、不足払い・収入ナラシの対象作目につ

いて、品目別の市場価格を不足払いの発動

価格（実効参照価格）で除した比率を求め、

年ごとにその分布を示したのが第１図であ

る。現行制度が導入された2014年以降のデ

ータを用いている。

全体として21年と22年に価格が上昇し、

その後低下が続いていることが分かる。つ

まり、23年以降の価格下落傾向は多くの作

物に共通した動きであるとみてよい。ま

た、この値が100％を下回っていれば不足

払いが発動される。21年から23年の高値期

間中は不足払いの発動品目がほとんどなか

った。そしてその後の値下がりにより、

2025年には多くの品目に不足払いが給付さ

れるすう勢である。25年は年の途中で発動

価格が引上げられたため、図では新旧それ

ぞれの発動価格を用いた結果を並べて表示

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農林金融2026・5
43 - 229

した。発動価格の引上げによって不足払い

の発動品目が半分未満から４分の３弱へと

増加することが読み取れる。

2018年農業法により

実効参照価格が導入さ

れ、市場価格の高い年

が続けばそれを反映し

て不足払いの発動価格

である参照価格が一時

的に引上げられるよう

になった。そうした引

上げの発生状況を第３

表に示した。制度導入

以来の８年間（2019～

2026年）で23品目（注

９）のうち14品目の実

効参照価格が１回以上

引上げられた。19年か

ら21年までは豆類と油

糧種子の引上げが多く、

24年から26年までは穀物と豆類の引上げが

多い。３大作物のうちではトウモロコシと

大豆が24年以降引上げられている。また、

第１図　主要作物の市場価格推移（実効参照価格対比）

資料　農務省ARC/PLCプログラムデータより作成
（注）　年は販売年（各品目の収穫時期から開始）。2025年の価格は農務省による予測値。「25（旧）」は引上げ

前の実効参照価格を使用、同じく「（新）」は引上げ後。

（％）

50

100

150

200

250

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
（旧）

25
（新）

14
年

ゴマゴマ

クランベ

ゴマ

ゴマ

マスタード

ゴマ

温帯
ジャポニカ米

温帯ジャポニカ米温帯ジャポニカ米

マスタード

クランベ

菜種

マスタード

クランベ

マスタード

クランベ

（箱ひげ図の説明）

外れ値以外
の最大値
上位25％
中央値
下位25％
外れ値以外
の最小値

品目 19年 20 21 22 23 24 25 26 発生
回数

大麦 - - - - - - - 2.4 1
オート麦 - - - - - 15.0 15.0 15.0 3
トウモロコシ - - - - - 8.4 7.8 7.8 3
ソルガム（子実） - - - - - 2.8 6.1 6.1 3
大豆 - - - - - 10.2 7.1 7.1 3
乾燥エンドウ豆 - - - - - - - 0.3 1
レンズ豆 11.8 11.8 2.3 - - - 8.9 15.0 5
大ひよこ豆 15.0 15.0 10.0 0.4 3.7 5.0 9.1 15.0 8
小ひよこ豆 8.2 6.4 6.4 - - 10.7 11.7 15.0 6
マスタード種子 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 - 7
菜種 15.0 11.5 - - - - - - 2
紅花 - - - - - - - 2.7 1
クランベ 15.0 15.0 9.3 4.5 - 2.2 - - 5
胡麻 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 8
米（温帯ジャポニカ種） - - - 2.8 6.9 15.0 - - 3

第３表　実効参照価格の引上げ率（法定参照価格対比）

（単位　％）

該当品目数 7 7 6 5 4 10 9 11 15
うち15％引上げ 5 4 2 2 2 4 3 5 9

資料 　農務省ARC/PLCプログラムデータより作成
（注） 　実効参照価格の引上げが発生した品目のみを表示。数値欄の網掛けの濃さは数値の

大きさを表す。値の上限は15。
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制度上認められる上限である15％の引上げ

が毎年複数の品目で発生しており、８年間

を通じてみれば９品目で１回以上発生し

た。このように実効参照価格の一時的な引

上げはかなりの品目で発生しており、引上

げ幅が15％に達することもまれではない。

胡麻、マスタード種子、大ひよこ豆とい

った一部の作物では毎年のように実効参照

価格の引上げが生じているうえ、そのうち

前二者は引上げ幅が毎回15％となってい

る。これらの作物の参照価格は、少なくと

もこの期間については市場価格に比べてか

なり低いようである（注10）。

ところで、実効参照価格の引上げられた

品目数をみると2023年が最も少なく、翌

2024年から2026年は多くなっている。実効

参照価格は過去５年間における市場価格の

５中３平均値によって算出されるため、市

場価格がピーク（この場合は2021年から

2022年）を過ぎてから高まる傾向となる

（注11）。そのため市場価格が高値を経て下

落に転じた局面では、市場価格の低さに実

効参照価格の高さが加わって、トウモロコ

シや大豆のように普段は不足払い（＝実効

参照価格－市場価格）が発動されない品目

でも発動しやすくなると考えられる。この

点は次項でさらに確認する。こうした実効

参照価格の引上げが生じやすい状態は2027

年まで続く見込みである。
（注９）米は種類別に３品目とみなす。
（注10）各種油糧種子の参照価格が同じであるため、
品目間の価格差によりこうしたことが生じやす
いと考えられる。

（注11）25年に法定の参照価格が引上げられた分、

2025年予算調整法により改正された各種

政策価格（注12）と発動価格を一つの表に

まとめた（第４表）。販売支援融資の融資

単価は26年から多くの品目で１割程度引上

げられた（注13）。これは2018年農業法に

続く引上げである。また、2018年農業法で

据置きとなっていた羊毛とはちみつは大幅

に引上げられた。なお、綿花の販売支援融

資については融資単価以外にも強化が図ら

れているが、その点については後段の綿花

の分析の中で説明する。

次に、不足払いの（法定）参照価格（注

14）は各品目で１割ないし２割程度引上げ

られた。ただし、米のうち温帯ジャポニカ

の参照価格は算出方法の変更（注15）が加

わって４割上昇した。また、不足払いの発

動価格である実効参照価格は、９品目で一

時的に引上げられている。そして、郡収入

ナラシ発動価格は、多くの品目で不足払発

動価格を下回っており、一部の品目ではや

や上回っている（注16）。

これらの発動価格を市場価格で除すこと

により、各施策の発動しやすさを品目間で

対比することができる（第２図）。この値が

100％を上回ればその施策が発動されて補

助金が支払われる（注17）。ただし、25年

の市場価格はまだ未確定であるため代わり

３　2025年以降の政策価格引上げ

実効参照価格の一時的な引上げは起こりにくく
なったはずであるが、それ以上に21年から23年
の市場価格が高かったため、特段の影響は見当
たらない。
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に24年の価格を用いている。この24年の市

場価格でも、既に11品目で不足払発動価格

を下回っている。南部の主要作物（綿花

（実綿）、米、落花生）と、米国の三大作

物（小麦、トウモロコシ、大豆）で明確で

ある。そのうちトウモロコシと大豆は、前

項で予想したとおり実行参照価格の一時的

な引上げによってそれが実現している。そ

してさらに、2025年はほとんどの作物で一

層の値下がりが予想されており、実現すれ

ば不足払いの補てん幅が拡大し、発動品目

は15に増える。比較的堅調が続くと見込ま

れる品目は大豆・カノーラを除く油糧種子

である。また、郡収入ナラシの発動価格は

不足払いのそれと同程度の水準になってお

り、魅力が薄れている。収入ナラシは軽微

な値下がりしか補てんできないため、不作

の補てんを期待するのでなければ不足払い

の方が大幅な値下がりを補てんできる分有

利である。他方、融資単価をみると多くの

作目と数量単位
前年の
市場
価格
24年

全国融資単価
（=発動価格）

法定参照価格 発動価格
不足払い

(実効参照価格) 郡収入
ナラシ翌26年

引上率
従来比
引上率

一時的
引上率

3大
作物

トウモロコシ

bu

4.24 2.20 （+10.0） 4.10 （+10.8） 4.42 （+7.8） 4.53
小麦 5.52 3.38 （+10.1） 6.35 （+15.5） 同左 6.28
大豆 10.00 6.20 （+10.0） 10.00 （+19.0） 10.71 （+7.1） 10.95

穀物

大麦 6.31 2.50 （+10.0） 5.45 （+10.1） 同左 5.49
オート麦 3.35 2.00 （+10.0） 2.65 （+10.4） 3.05 （+15.1） 3.46
ソルガム（子実） 4.07 2.20 （+10.0） 4.40 （+11.4） 4.67 （+6.1） 4.77
米（長粒種）
米（中・短粒種）
米（温帯ジャポニカ）

cwt
14.00
15.00
20.00

7.00
7.00
7.00

（+10.0）
（+10.0）
（+10.0）

16.90
16.90
24.33

（+20.7）
（+20.7）
（+40.6）

同左
同左
同左

15.21
15.30
24.17

落花生 トン 522 355 （+9.9） 630 （+17.8） 同左 567

油糧
種子

カノーラ 20.20 10.09 （+10.0） 23.75 （+17.9） 同左 23.36
ヒマワリ種子

cwt

23.80 10.09 （+10.0） 23.75 （+17.9） 同左 22.59
亜麻仁 22.32 10.09 （+10.0） 23.75 （+17.9） 同左 23.63
マスタード 44.90 10.09 （+10.0） 23.75 （+17.9） 27.31 （+15.0） 30.15
菜種 32.80 10.09 （+10.0） 23.75 （+17.9） 同左 21.38
紅花 24.30 10.09 （+10.0） 23.75 （+17.9） 同左 24.77
クランベ
胡麻

39.40
54.00

10.09
10.09

（+10.0）
（+10.0）

23.75
23.75

（+17.9）
（+17.9）

同左
27.31 （+15.0）

22.23
34.80

豆類
乾燥エンドウ豆
レンズ豆
大ひよこ豆
小ひよこ豆

13.60
35.90
34.30
25.60

6.15
13.00
14.00
10.00

（+11.7）
（+10.0）
（+10.0）
（+10.0）

13.10
23.75
25.65
22.65

（+19.1）
（+18.9）
（+19.1）
（+19.0）

同左
25.87
27.98
25.29

（+8.9）
（+9.1）
（+11.7）

13.29
28.76
30.02
27.39

実綿 34.04 25.00 （+20.0） 42.00 （+14.4） 同左 38.80

綿花 陸地綿
超長綿

lb

0.632
1.40

0.52
0.95

（+5.8）
（+5.3）

羊毛
等級付
無選別（ungraded）
モヘア

-
1.43
6.48

1.15
0.40
4.20

（+39.1）
（+37.5）
（+19.0）

はちみつ 2.69 0.69 （+117.4）
資料 　2018年農業法、2025年予算調整法、農務省ARC/PLCデータ、農務省全国農業統計局の価格データをもとに作成
（注） 　「郡収入ナラシ」は平年並み（直近5中3平均）の単収を仮定した場合の発動基準、すなわち基準価格の90％。羊毛の価格は

暦年。単位の略称はブッシェル（bu）、百ポンド（cwt）、ポンド（lb）。実綿の融資単価は不足払い・収入ナラシの算出のための
みなし単価であり、融資の対象ではない。緑色の欄は前年（24年）の市場価格を上回る値であり発動基準を満たす。

第４表　各種の政策価格（2025年）
（単位　ドル、％）
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品目で市場価格の半分前後ないしそれ以下

にとどまっているため、販売支援融資制度

に基づく補てんが市場価格の低下によって

生じる品目は一つも無い。
（注12）値は2024年の下院農業法案と同じである。
（注13）長粒米と中粒米の融資単価は農業法で明示
的に定められている。短粒米と温帯ジャポニカ
米にはついては、特段の規定が無い限り農産物
プログラム全般で中粒米の規定が適用される。

（注14）法律上の正式名称は参照価格。実効参照価
格と区別するために法定参照価格とも呼ばれる。

（注15）温帯ジャポニカの参照価格は、長粒米の実
効参照価格に、過去の一定期間における中粒米
と長粒米の価格比をかけたものである。基準と
なる期間は従来12年から16年までであったが、
新制度では17年から21年までに更新した。その
結果、価格比は1.24から1.44に拡大した。

（注16）実効参照価格が一時的に引上げられている
品目ではいずれも収入ナラシの方が発動価格は
高くなっているが、これは筆者の計算上の仮定
による。この場合、実効参照価格は５中３平均
市場価格の88％、収入ナラシ発動価格は同じく
90％なので後者の方が２％分高い。

不足払いと収入ナラシの選択（プログラ

ム選択）は、その時の市況に応じて大きく

変化する（第３図）。不足払い（PLC）と

収入ナラシ（ARC）が現行の制度になって

以降、プログラム選択は14年と19年、そし

て21年以降の各年になされている。19年に

は、それまで対象面積（基礎面積）の４分

の１程度であった不足払いが７割に跳ね上

がった。これは市況の悪化と先安感に加え

て、19年の選択時期が20年３月までと通常

よりも１年近く遅くなり、作況と市況の実

績を踏まえて選択がなされた

ためである。このとき農場収

入ナラシが一時的に増えたの

も同様の理由（当該農場にお

ける不作の確定）によるもの

であろう。21年以降は農産物

価格の上昇を反映して収入ナ

ラシへ揺り戻しが起き、25年

には不足払いが３割まで縮小

した（注18）。先述のとおり

25年は不足払いの発動される

品目が多くなる見込みである

ため、26年には不足払いの利

用が増える可能性がある。

ただし、品目によって状況

はまちまちである。また、作

第２図　品目別の政策価格と市場価格
（2025年、24/25年市場価格＝100%）

資料　前表に同じ
（注）　実綿の融資単価は価格補てんの対象とならないため除いた。

3大作物 穀物 油糧種子 豆類
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４　不足払いと収入ナラシの
　　選択実績　　　　　　　

（注17）複数の発動価格を対比するため、前出の第
１図とは分子と分母が逆になっている。
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付面積は一部の作目に集中しているため、

この数値はその影響を強く受けている。不

足払い・収入ナラシの制度に登録されてい

る農地面積（基礎面積）が2.4億エーカー

（25年）あるうちで、トウモロコシ、小麦、

大豆の３大作物が84％と大部分を占めてい

る（第４図）。

そこで品目別に不足払いの選択率を時系

列で比較したのが第５表である。簡明化の

ためプログラム選択のあった年のみを示し

た。不足払いと郡収入ナラシは基礎面積の

ほとんどを占めているので、不足払いの割

合をみれば郡収入ナラシの割合もおおむね

把握できる。

不足払いの選択率とその推移は、品目に

よってかなりの違いがある。全体の選択率

が低い年と高い年について品目間の違いを

整理してみよう。まず、農産物の高価格期

は不足払いが発動しにくいため、不足払い

の選択率は低下する。その後、低価格期に

なってある程度の期間が過ぎれば不足払い

の利用が増える。14年および25年は価格下

落局面の２年目ないし３年目にあたり、事

前には不足払い発動有無の不確実性は高

く、全体に不足払いの選択率は低い。品目

別にみると両年共通して、中西部の主作目

であるトウモロコシと大豆は不足払いの選

択率が低く大部分の参加者が収入ナラシを

選択しており、逆に南部の作物である綿

花、米、落花生は大部分が不足払いである。

そして小麦や大豆以外の豆類・油糧種子の

多くはその間の水準にある。これは作目の

競争力におおむね対応している。後述する

とおり、作物価格が十分に高ければ不足払

いは発動されないため、収入ナラシの利用

が増える傾向となる。また、干ばつなど気

象災害の確率が高い品目や地域にとっては

単収リスクに対応できる収入ナラシの魅力

が増す。

なお、25年はプログラム選択がなされた

後に不足払いの参照価格が引上げられ、例

外措置により事後的に不足払いと収入ナラ

第３図　不足払い・収入ナラシの選択面積推移
（全作目合計）

資料　農務省のARC/PLCデータにより作成
（注）　括弧つきの年はプログラム選択が無かったことを表す。

不足払い 郡収入ナラシ 農場収入ナラシ
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0 50 100

14
（15）
（16）
（17）
（18）
19

（20）
21
22
23
24
25年 29 70

1

4

4

72

76

76

76

76

66

62

58

43

26

26

33

36

41

27

24

24

23

23

56

70

70

1

1

1

1

1

1

1

1

1

第４図　不足払い・収入ナラシ利用農地の
品目別構成比（2025年）

資料　前図に同じ
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米
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21.5%
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シのうち各農業者に対して給付額の高い方

が適用されるため、参照価格の引上げによ

り有利となった不足払いの利用率がここに

示した選択率より高まる品目も出てくる可

能性がある。

他方、市場価格の低迷が数年続いた後に

なされた2019年の選択では発動の可能性が

高い不足払いの利用が増えた。その割合は

多くの品目で８割を越え、過半の品目が９

割以上、３分の１の品目が95％以上に達し

た。それまで不足払いの利用

率が中程度であった品目は、

２倍前後に跳ね上がったもの

も多い。しかしその際も大豆

では14％に過ぎず、トウモロ

コシは不足払いの割合が顕著

に拡大したもののそれでも

75％にとどまった。

この19年の選択率上昇はか

なり大きく、３大作物のトウ

モロコシ（6.6％から75.6％へ）

と小麦（42.5％から93.1％へ）

についてもやや極端な振れと

なった。これよりも２年ない

し３年前から両品目とも収入

ナラシの補償水準が低下する

一方で不足払いが発動するよ

うになっていた（後述）ため

であり、市況に合わせたプロ

グラムを選択するには５年に

一度の間隔は長すぎたようで

ある。また、その後の選択率

の低下も考え合わせると、プ

ログラム選択の間隔が短縮されたことによ

って、２年後には選択を変更できることか

ら、その年に有利なプログラムを積極的に

選択するようになり、その結果として19年

には不足払いの選択率が大きく高まった可

能性がある。

そして、この期間を通じてみれば、南部

の３作物は一貫して不足払いが支配的（注

19）、大豆は一貫して収入ナラシが支配的

である。それ以外の多くの品目は市況の変

（単位　％）
14年

トウモロコシ 6.6
小麦 42.5
大豆 3.1
実綿
穀物ソルガム 66.4
大麦 74.8
米合計 95.1
長粒米 99.8
中短粒米 69.7
中粒米（南部） 96.2
温帯ジャポニカ米 61.7

落花生 99.7
オーツ麦 32.0
ヒマワリ種子 55.8
キャノーラ 97.3
乾燥エンドウ豆 44.5
レンズ豆 52.6
亜麻仁 63.2
ベニバナ 63.1
大ひよこ豆 22.7
小ひよこ豆 22.7
マスタード種子 56.0
ゴマ 84.1
クランベ 65.2
菜種 44.4
合計 22.8

第５表　不足払いの選択面積推移（作目別）

19
75.6
93.1
14.1
99.0
93.4
94.1
97.0
99.9
81.5
99.4
76.2
99.9
61.4
91.1
99.1
95.2
95.8
95.7
88.9
92.9
92.6
88.5
93.4
83.3
96.3
70.0

資料 　前図に同じ
（注） 　数値欄の網掛けの色の濃さは数値の大きさに対応している。プログラム選択

の行われた年のみを表示した。

21 22 23 24 25
51.0 38.7 34.1 23.2 16.7
82.8 51.6 43.3 50.8 43.2
12.7 14.3 14.5 9.8 5.7
91.2 73.9 73.8 71.9 89.4
73.6 50.8 40.6 46.5 51.2
90.2 63.6 57.4 62.1 56.9
97.0 96.9 96.9 96.6 96.6
99.8 99.7 99.6 99.2 99.4
81.3 81.5 81.2 80.7 76.1
99.5 99.4 99.3 99.3 99.0
75.6 75.7 75.0 74.1 65.6
99.7 99.2 98.4 96.5 98.6
55.1 44.4 40.0 37.9 33.4
73.5 44.0 36.6 42.6 22.9
92.6 73.7 69.6 59.8 31.5
84.1 42.7 36.9 37.6 33.8
84.1 41.0 32.1 34.8 34.8
87.9 57.1 48.7 39.1 24.0
78.7 60.6 56.7 61.5 59.9
95.1 26.9 22.7 24.2 23.9
87.2 30.1 22.5 24.2 21.7
80.2 42.5 37.0 42.0 36.0
83.9 45.4 52.4 46.8 48.5
61.0 32.3 30.1 32.3 19.8
97.4 46.8 43.4 36.8 40.6
56.3 40.8 36.4 33.2 29.0
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以上で全品目の相対的な位置づけがある

程度整理できたことを受けて、次に品目別

の詳細な分析を行う。各種施策の有効性を

動に応じて不足払いと収入ナラシの間を揺

れ動いており、その中ではトウモロコシが

大豆に近い位置にある。この実績からは、

品目と時期によって選択されるプログラム

には大きな違いがあり、したがってプログ

ラム選択制は多くの品目で積極的に活用さ

れていることが分かる。また、品目別にみ

れば選択率は毎年相当に変化しており、特

に22年は不足払いの選択率が20ポイントな

いし40ポイント低下した品目が少なくな

い。毎年の選択制も広範に有効利用されて

いるようである。
（注18）25年には市場価格の大幅な低下が見込まれ
ることから不足払いの有用性が高まっているに
もかかわらず、不足払いの利用が減っている。
一見すると農業者の反応が遅れているように見
えるが、足下の実績に基づく選択の結果と考え
られる。農業者が25年のプログラムを選択する
時点（25年春）ではまだ作付けしていない25年
産作物の値下がりは不確実であり、実績として
判明しているのは23年産の作物に対する補てん
の実施状況と24年産作物の当初価格である。

（注19）米のうち温帯ジャポニカ米は他の米よりも
直接支払いの選択率が一貫して20ポイントない
し30ポイント程度低い。これは温帯ジャポニカ
米の参照価格が市場価格との対比で低めに設定
されていることも影響しているのではないかと
思われる。対象期間中の温帯ジャポニカ米の参
照価格は長粒米の1.15倍（2014年）ないし1.22倍
（2019年以降）に設定されていた。それに対して
主要産地であるカリフォルニア州産中短粒米の
実際の価格比は年により1.4倍から1.8倍（カリフ
ォルニアにおける極端な干ばつの年を除く）で
あり、米生産費は他の産地より５割ほど高い。

５　６品目の時系列推移

より直接的に把握するため、品目ごとに市

場価格および単位重量当たりの生産費用

と、プログラム発動価格（不足払い・収入

ナラシ・販売支援融資）の大小関係とその

推移を確認する。それによって経営収支の

良し悪しや補助金への依存度、どの制度が

有用であるかを判断できる。

分析の対象とする項目の数が多いため全

品目の推移を一覧することは難しい。品目

によってはデータの制約もある（注20）。

そのためここでは３大作物（大豆、トウモ

ロコシ、小麦）と南部の３作物（綿花、米、

落花生）を対象とする。これらの６品目は

基礎面積（25年の不足払い・収入ナラシ参

加面積）の94％を占める。ただしそのうち

で綿花については面積のほとんどを占める

陸地綿、同じく米は大部分を占める長粒米

を対象とする。

分析対象年次は、96年に廃止された不足

払いが復活した年である02年から25年ま

で、プログラム発動価格のみは26年までで

ある。ただし収入ナラシの発動価格は制度

が導入された09年以降、生産費は2024年ま

でである。また、25年以降の不足払い発動

価格と26年の融資単価は、いずれも2025年

予算調整法による引上げ後の値を用いる。

なお、以下の分析ではいくつかの単純化

を行う。したがってここでの分析は厳密な

値ではなく全体の傾向を把握するものであ

る。まず、不足払いと収入ナラシによる補

てんは支払面積（基礎面積の85％）と不足

払いの支払単収（過去実績）の低さによっ

て、実際にはグラフで示すよりも抑えられ
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ている。また、収入ナラシについては、州

（13年以前）や郡（14年以降）の単収の代

わりに全国単収を用いる。さらに、13年ま

での収入ナラシには別途農場レベルの発動

基準も課されたため、各農業者にとっての

発動頻度はグラフから読み取れるよりも低

かったはずである。
（注20）農務省の生産費データには大豆・落花生以
外の油糧種子および豆類が含まれていない。

（1）３大作物

まず３大作物について市況の良好な順に

分析する。市場価格が十分に高く利益をも

たらす水準であれば、不足払いや販売支援

融資による価格補てんは発動されないた

め、収入ナラシの利用が多くなる。その場

合は収入ナラシ発動価格が市況悪化の際に

経営収支を支えられるかどうかが問題とな

る。

a　大豆

最初に最近まで市況が有利

であった作物の代表として大

豆を挙げる。大豆は、中国向

けなどの輸出とバイオ燃料向

けの需要拡大を背景として、

助成がなくとも多くの年に黒

字を実現しており、高値の年

にはかなりの黒字を得てい

る。市場価格は不足払発動価

格対比で最も高水準で推移し

ており、不足払いは一度も発

動していない（第５図）。販

売融資利得（返済の減額）も生じにくいと

みられる。前項でみたように不足払いの選

択割合が一貫して低かったのも当然であろ

う。不足払発動価格はほとんどの年に生産

費を下回っており、その差が大きく開く年

も少なくないため、安全網としては不十分

である。

それに対して収入ナラシ発動価格は、導

入当初の00年代後半から2010年代半ば過ぎ

まで、生産費の高まりによく追随し、生産

費に近い水準を維持した。そのため15年の

赤字を補てんすることができた。また、13

年から19年にかけては市場価格に近い水準

であったため、単収の低下した郡では収入

ナラシが比較的発動されやすかったと考え

られる。20年以降、収入ナラシ発動価格は

不足払いのそれを下回るようになった。21

年以降における市場価格の上昇を受けて、

収入ナラシ発動価格は24年から25年にかけ

てかなりの程度上昇し、26年には同時期に

上昇した不足払発動価格を上回る可能性が

第５図　大豆の市場価格と政策価格、助成、生産費の推移

資料　農務省全国農業統計局と同経済調査局、農業サービス局のデータおよび報道
発表と農業法により作成

（注）　臨時助成は災害支援を含まない。不足払発動価格は、13年以前は目標価格、14
年から18年は参照価格、19年以降は実効参照価格。直接固定支払いは13年まで
で廃止。収入ナラシ発動価格は24年まで全国平均単収を用いて算出、25年と26
年は単収変動が無いと仮定した。
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ある。

問題は18年以降に生産費が上昇し、政策

価格からかい離したことである。18年と翌

19年は中国との貿易戦争による市場価格の

低迷と、生産費の上昇が同時に生じた。こ

のときは臨時助成により黒字を実現した。

特に19年はかなりの黒字幅となった。続く

20年から22年は市場価格が高まり好況とな

ったが、22年から生産費が大幅に高まった。

そして、生産費は24年まで高止まりが続い

ている。その間に市場価格は低下し、23年

は黒字がほぼなくなり、24年には赤字とな

った。24年の臨時助成も赤字を相殺するに

は不十分である。25年は今のところ生産費

が前年並みであれば赤字が続く見込みであ

り、収支見通しは比較的厳しいものの、赤

字幅は縮小の方向であり、現在検討されて

いる追加の臨時助成が実現すればさらに縮

小できる可能性がある。

18年以降、収入ナラシと不足払いの発動

価格はいずれも一貫して生産費を少なから

ず下回っており、価格リスクの十分な安全

網を提供していない。

不足払発動価格は既往の

高値を反映して24年から一

時的に引上げられ（実効参照

価格）、2025年には法定参照

価格の引上げが加わってさ

らに高まり、市場価格に追い

ついた。大豆がさらに安値と

なれば不足払いが発動され

ることになる。なお、23年

から26年は不足払いと収入

ナラシの発動価格がほぼ同水準で推移して

いる。

b　トウモロコシ

次にトウモロコシは大豆に次いで市況が

有利であった。2000年代後半に生産量の４

割まで拡大したバイオ燃料向け需要が市況

の下支えとなっている。全体の推移は大豆

と似通っているが、市場価格の下落時には

不足払いが発動されている（第６図）。そ

のうち16年から19年と25年（見込み）の発

動は、14年と25年の不足払発動価格の引上

げによって可能となった。また、04年と05

年の市場価格は融資単価の近傍まで低下し

たため、年度内で価格の低い時期には販売

支援融資制度による補てんが生じたとみら

れる（注21）。

収入ナラシ発動価格は17年までおおむね

１年遅れで生産費の水準に追随し、その結

果13年からの価格下落局面では生産費を上

回る年が多くなり経営収支の補てんに貢献

した。そのためであろう、14年にはトウモ

ロコシのほとんどが収入ナラシを選択し

第６図　トウモロコシの市場価格と政策価格、助成、生産費の推移

資料　前図に同じ
（注）　前図に同じ。
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た。この17年までの期間中、収入ナラシ発

動価格は一貫して不足払いのそれを上回っ

た。これはその間、2010～2012年の高い市

場価格が算入されていたためである。それ

に続く18年以降は収入ナラシ発動価格が生

産費と不足払発動価格（14年に引上げられ

た）の両方を下回るようになった。市場の

安値が続く場合のこうした低下は制度設計

上想定されることであった。特に18年と19

年には、不足払発動価格が市場価格と収入

ナラシ発動価格の両方を上回った。このこ

とが不足払いの選択率拡大（前節を参照）

を促進したと考えられる。24年以降は二つ

の発動価格がほぼ同水準となっている。

20年から22年は市場価格が高く黒字であ

った。22年に生産費が上昇してその後高止

まりする中で、23年から市場価格が低下し

て赤字となった。24年には臨時助成によっ

て赤字の半分が補てんされた。25年には生

産費（24年実績）をほぼ賄う水準まで不足

払発動価格が引上げられたため、その補償

によって経営収支は改善する見込みであ

る。25年の不足払い選択率は

16.7％と低いため、前述の特

別措置により事後的な収入ナ

ラシから不足払いへの変更が

生じる可能性がある。

c　小麦

小麦は大豆やトウモロコシ

と比べて分析対象期間中の市

況が不利であり、不足払いに

ある程度依存している（第７

図）。その点で、後述する南部の３作物に

やや近い位置づけである。借地経営では地

代が収支を圧迫する地域も多いため、ここ

では地代を除いた生産費を用いた。

不足払発動価格は14年の引上げによって

それ以降、市場価格の高騰期を除き生産費

を上回り、かつ過半の年に不足払いが発動

されている。それ以前に不足払いは生じて

おらず（注22）、もし14年の引上げが無け

れば発動は16年のみとなったはずである。

発動時の規模（発動価格に対する不足払い

の割合）はトウモロコシのそれよりも大き

い。しかしながら、14年に不足払いを選択

した農地は４割にとどまったため、残りの

過半の農地は19年のプログラム選択までこ

の補てんを受けなかった。19年には９割以

上の農地が不足払いを選択し、その後21年

から市場価格が高まったため、同年に導入

されたプログラム年次選択制の下で収入ナ

ラシへの揺り戻しが進んだ。

収入ナラシ発動価格は、ほとんどの年に

生産費を下回っており、価格リスクの十分

第７図　小麦の市場価格と政策価格、助成、生産費の推移

資料　前図に同じ
（注） 1　 前図の注に同じ。
　 2 　生産費は地代（支払地代および自作地の地代相当額）を除く。
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な対策になっていないうえ、16年以降は不

足払発動価格をも下回っている。それにも

かかわらず22年以降収入ナラシの選択率が

４割ないし５割に達している（前掲第５

表）のは、単収リスク対策を意識したこと

や、23年まで不足払いの発動が見込まれな

かったためであろう。

大豆やトウモロコシと同様に、小麦も市

場価格の低下局面における生産費の高止ま

りと赤字が2014年から2015年と、2023年か

ら2024年に生じた。そのうち赤字の１年目

である14年と23年は補てんがなされなかっ

た。２年目の15年は収入ナラシが生産費を

おおむね賄い、24年は臨時助成がなされた

が赤字を相殺するには不十分であった。25

年には（前年の）生産費と同水準まで不足

払発動価格が引上げられたため、生産費が

反転上昇しない限り再び不足払いにより生

産費を賄えるようになり、臨時助成を加え

れば黒字化が見込まれる。不足払いは発動

価格の２割強に達すると予想されている。

この年不足払いの選択率は４割強にとどま

っているため、トウモロコシ以上に事後的

な収入ナラシからの変更が多

く生じる可能性があるだろう。
（注21）市場価格の月次平均値は、
05年には４か月続けて融資単価
を下回っており補てんの発生は
確実である。02年と04年には二
つの価格が同じとなった月があ
るため、その前後で補てんのな
される日があった可能性がある。

（注22）02年から05年までの安値
の際は既往制度（直接固定支払
い）による支払がなされたため
不足払いは発動しなかった。

（2）南部の３作物

次は南部の３作物である。いずれも３大

作物に比べると収益性が低く、不足払いへ

の依存度が高い。市場価格が不足払発動価

格に対して低い傾向にあるため、実効参照

価格の仕組みによる発動価格の一時的な

引上げは一度も生じていない（注23）。そ

して米を除き収入ナラシ発動価格はそれよ

りさらに低水準の傾向である。

また、３大作物と異なり販売支援融資制

度が活用されている。単に価格下落の補て

んが発生しているだけでなく、この融資の

担保となる作物の割合はおおむね落花生で

４分の３、綿花で２分の１、米で15％程度

あり（注24）、利用が一桁少ない主要３作

物とは対照的である。また、綿花と米につ

いては調整済世界価格が低下して融資単価

を下回るとその差額が補てんされる。

a　落花生

その中でも落花生は、ここに示した24年

間のうち不足払いの発動されなかった年が

２割強（５年）にとどまっている（第８

第８図　落花生の市場価格と政策価格、助成、生産費の推移

資料　前図に同じ
（注）　前図の注1に同じ。
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図）。その時期は11年から13年と、22年か

ら23年の２回であるが、市場価格が不足払

発動価格を明確に上回ったのは11年と12年

のみであった。不足払いによる補てんの割

合も大きい。市場価格のみで生産費を賄え

た年は５年のみである。高価格期を除けば

不足払発動価格はほぼ毎年生産費を上回っ

ており、不足払いが数パーセント以上の利

益をもたらす年も多い。14年における不足

払発動価格の引上げ以前から既に生産費を

賄う水準を実現していたためか、このとき

の引上げ割合は他の作物より小さかった。

半ば経常的に不足払いに依存した経営と言

えよう。02年と05年、06年は融資単価とほ

ぼ同水準まで市場価格が低下したため、年

内の価格が低い時期などに販売支援融資に

よる補てんが発生したであろう（注25）。

22年から24年は生産費が市場価格と不足

払発動価格を上回り、赤字となった。図に

示した期間中では02年とならび最も経営収

支が悪化している。しかし25年の不足払発

動価格引上げにより、仮にピーク時の生産

費の下でも採算がとれるようになった。仮

に生産費が2024年並みであれ

ば生産費の高騰以前に近い水

準の黒字が見込まれる。な

お、収入ナラシは、発動価格

が一貫して不足払発動価格を

少なからず下回っており、か

つほとんどの年に生産費を下

回っているため、不足払いの

有用性と比べて魅力は薄い。

b　米

米（長粒種）は落花生と比べて市況はや

や良好であり、過半の年に助成なしで黒字 

（注26）を実現している（第９図）。ただ

し02年の市場価格は融資単価を下回り、

また02年から05年にかけて調整済世界価格

が融資単価を下回ったのでその間は両者の

差額を融資利得（または融資不足払い、以

下省略）として得た。

かつては直接固定支払い（既往制度）の

割合が高く、それによって08年から13年ま

では高い利益率が実現した。14年の不足払

い発動価格引上げによって、それ以降は高

価格期を除き継続的に不足払いが発動して

相当程度の黒字を実現してきた。収入ナラ

シ発動価格は11年以降、生産費を下回るこ

とがほとんどであり、かつ14年以降は不足

払発動価格に比べてかなり低く、魅力が薄

い。米は単収が安定している（注27）ため

その分収入ナラシの必要性はさらに少ない

であろう。

22年から生産費が高まったが、市場価格

の上昇により赤字は免れた。24年には市場

第９図　米（長粒種）の市場価格と政策価格、助成、生産費の推移

資料　前図に同じ
（注）　前図に同じ。生産費はカリフォルニアを除く米全体の平均値。
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価格が低下して不足払いで補てんしきれな

い赤字が生じたが臨時助成により相殺され

た。25年にはピーク時（22年）の生産費を

上回る水準まで不足払発動価格が引上げら

れた。24年並みの生産費を想定すれば生産

費の高騰以前に近い水準の黒字が見込まれ

る。同年は市場価格の落ち込み幅が大き

く、発動価格の４割近い大幅な不足払いが

なされる見込みである。臨時助成による黒

字の上積みが予想される。

c　綿花

綿花は化学繊維との競合があるうえ、８

割以上が輸出向けであり国際競争にさらさ

れている。農産物プログラムはそうした厳

しい競争条件を支える制度を備えている。

綿花（陸地綿）のデータは中断や変更によ

りやや解釈が難しい。不足払いは14年に中

断した後、18年から実綿（綿花と綿実を分

離する前の収穫物）を対象として再開した

が、販売支援融資は中断せず引続き綿花を

対象としている（第６表）。融資単価は現

在に至るまで市場価格と比較的近い水準に

ある。これは他の品目と異なり市場価格の

長期的な上昇傾向が緩やかなためである。

綿花は販売支援融資の利用が盛んであ

り、例年生産量のうち半分に作物担保融資

がなされている（Liu et al.（2023））。し

かも当該担保綿花の保管費用を政府が負担

する規定がある。そして25年産から、2025

年予算調整法によって融資単価の引上げ

（注28）以外にも強化がなされた。第一に、

従来の規定では調整済世界価格が融資単価

を下回ればその分返済を減額されるが、そ

れに加えて返済後についても30日以内に調

整済世界価格がさらに低下した場合はその

下落分を補償するようになった（注29）。第

二に、調整済世界価格の算出方法を具体化

し、主要な産地価格のうち最も低いもの３

つを用いるよう定めた（注30）。これらは

実質的に返済額を引下げる効果があるた

め、融資利得が発生しやすくなり、その金

額は拡大の傾向になった。また、綿花の保

管費用助成も上限が引上げられた。なお、

ここでは分析の対象としていないが超長繊

維綿（LSE）についても陸地綿に制度を近

づける形で梃
て こ い

入れが行われた（注31）。

これらを踏まえて時系列データの分析に

移る。まず、02年から08年までの７年間に、

市場価格（年間平均）が融資単価を５回下

回り、販売支援融資制度による補てんが発

生した（第10図）。また、データを入手で

きなかったためこの図には示していない

が、この時期の調整済世界価格は低水準で

あったため、実際の補てんはさらに大幅で

あった可能性がある。14年と15年には調整

済世界価格が融資単価を下回り、補てんが

生じた。22年から24年にかけて調整済世界

改正内容 法律 実施年
不足払制度の廃止

2014年農業法 2014
融資単価の世界価格連動化
不足払制度の復活（実綿） 2018年農業法 19
融資単価の固定

2025年予算調整法 26
販売支援融資制度の各種変更
資料 　筆者作成
（注） 　綿花独自の改正のみを挙げた。

第６表　綿花の主な制度改正
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価格は融資単価に近い水準まで下落した。

26年には融資単価の引上げやその他の改正

により補てんが生じやすくなっている。

そこで調整済世界価格の週次データによ

り補てんの発動状況を確認する。データを

入手できた06販売年（８月から翌年７月ま

で）以降の推移をみると、融資単価を下回

った時期が５回あり、10販売年にまたがっ

ている（第11図）。つまり平均すると２年

に１年は補てんが発生している。最近では

25年10月から26年３月前半までであり、そ

の差額、つまり販売融資利得

は最大2.61ドル／ポンド（同

年２月13日）であった。その

１か月弱前（同年１月16日）

は0.83ドルであったが、仮に

その日に融資を返済しても25

年予算調整法の新たな規定に

より2.61ドルの補てんが得ら

れる。この補てん額は市場価

格の４％程度に相当する。25

年の各種改正は早々に効果を

表しているとみられる。

一つ前の第10図に戻る。08年から13年ま

では生産費の高まりによりほぼ毎年赤字が

続いたが、この時期の生産費は15年以降の

新しいデータと比べると値が高めに振れて

いたようにも見える。14年からはWTO敗訴

対応のため不足払いが廃止され（平澤

（2016））、あらかじめ用意された専用の収

入保険（STAX）も効果が薄かったため、

16年まで毎年臨時の綿花助成金が給付され

た。しかし他の品目が14年の発動価格引上

げによる不足払いの拡大を享受していたの

と比べると、その水準は限られていた。

18年以降は綿花に代わり実綿（綿花と綿

実を分離する前の作物）を対象として不足

払いが再開された（平澤（2019））。19年

の臨時助成は対象期間中で最も大規模であ

り、14年以降の補てん不足をある程度相殺

したとみられる（第12図）。22年から24年

は生産費が高まり、不足払いでは補えない

赤字が生じた。2025年には足下の生産費に

近い水準まで不足払発動価格が引上げられ

第10図　綿花（陸地綿）の市場価格と政策価格、助成、生産費の推移

資料　前図に同じ
（注）　臨時助成は災害支援を含まない。不足払発動価格は目標価格。直接固定支払

いは2013年までで廃止。生産費は綿実との間であん分した。
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0

40

20

80

60

100

120

2217120702年

不足払い直接固定支払い市場価格

ド
ル
／
百
ポ
ン
ド

生産費（新）

不足払
発動価格

融資単価

販売融資利得

生産費（旧）

収入ナラシ発動価格
調整済
世界価格

第11図　陸地綿の調整済世界価格（週次）

資料　農務省農業サービス局のデータにより作成
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たため、今後の経営収支改善が見込まれる

ものの、現状の臨時助成を加えても生産費

に届く程度であり、落花生や米とは異なり

明確な黒字を期待させるものではない。ま

た、現状の市場価格は融資単価に近い。26

年には融資単価が引上げられることもあ

り、今後さらに市場価格が低下すれば融資

単価を下回り補てんが発動される可能性が

ある。

分析期間を通じて、不足払いが発動され

た年と、（不足払いが廃止されて）臨時の

綿花補助金が支払われていた年を合わせれ

ば、全体の３分の２以上であり、米を上回

っている。しかし14年以降の各種補助金に

よる補てんの割合は19年の臨時助成を除き

米ほど大きくない。不足払いだけでは利益

を確保するには不足気味のようである。

なお、収入ナラシ発動価格は生産費と、

不足払発動価格、市場価格を下回る年がほ

とんどであるため、価格リスクの対策とし

ては機能しにくい。
（注23）ここでの分析対象からは外れるが、温帯ジ

ャポニカ米では発生している。
（注24）23年から25年の実績。高い
利用率はこの制度を利用する組
織的な販売手法を反映している。

（注25）月次データと06年以降の週
次データで確認済み。03年と04
年、15年にも該当する時期があっ
た。４年に１年の発生頻度である。

（注26）生産費は米全体の値。生産
費の高い温帯ジャポニカの影響
を除くためカリフォルニア以外
の産地の平均値を用いた。

（注27）水不足で地域の灌
かんがい

漑水が不
足する場合を除く。

（注28）他の品目とは異なり、陸地
綿の融資単価は2014年農業法で
世界価格に連動するよう改正さ

れた。不足払い廃止などWTO敗訴対応の一環で
あった。具体的には過去２年間の調整済世界価
格の平均値を基本とし、１ポンド当たり0.45ドル
の下限と0.52ドルの上限が定められた。世界価格
がおおおむね上限以上で推移したため、実際に
設定された融資単価はほとんどの年に従前と同
じ0.52ドルであった。2025年予算調整法ではそれ
が固定額に戻され、かつ0.55ドルに引上げられた。

（注29）これによって適時の販売が容易になるとさ
れている。過去10年間のデータでは１ポンド当
たり1.2セント有利な結果が得られた（National 
Cotton Council資料）という。融資不足払いは
適用対象外である。

（注30）これまで農業法には具体的な規定が無かっ
たものの、規則で最も低い５つを用いるよう定
められていた。それを法律で３つに削減したこ
とにより調整済世界価格を引下げる効果がある。
過去10年間のデータでは１ポンド当たり0.6セン
ト有利な結果が得られた（National Cotton 
Council資料）という。

（注31）超長繊維綿でも調整済世界価格による返済
が認められるようになった。くわえて、陸地綿
と同様に、農務長官は2032年７月までの間、い
くつかの観点（融資担保の没収抑制、政府在庫
の抑制、国際市場での自由かつ競争的な販売な
ど）から世界価格をさらに調整することができ
る。

（3）品目間の比較

以上の品目別分析の結果を対比すること

により、共通の傾向や各品目の特徴を把握

第12図　実綿の市場価格と政策価格、助成、生産費の推移

資料　前図に同じ
（注）　臨時助成は災害支援を含まない。不足払発動価格は2018年は参照価格、2019

年以降は実効参照価格。収入ナラシ発動価格は全国平均単収を用いて算出し
た。
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することができる。

a　販売支援融資

販売支援融資による価格補てんは、2010

年代以降少なくなっている。ただし米と綿

花については米国の市場価格とは別に、調

整済世界価格が融資単価を下回ればその差

額が補てんされるため、発動の機会が比較

的多い。特に綿花は既に2025販売年中に調

整済世界価格が融資単価を下まわり、さら

に市場価格も融資単価に近づいている。世

界価格に応じた返済額の引下げによって、

補てん発動の可能性がさらに高まった。26

年の融資単価引上げも有効であろう。綿花

部門が制度改正に積極的に取り組んだ結果

である。

それ以外の作目にとって、販売支援融資

制度による価格補てんは、当面は想定され

ない市場価格の暴落への備えである。また

それに加えて、収穫期における運転資金の

提供はすべての作目が毎年享受できる。近

年の市中金利上昇と、生産費の上昇、そし

て経営収支の悪化による資金調達条件の悪

化によって、融資審査なしに比較的低い金

利で借り入れのできるこの制度は有用性が

増していると考えられる。融資単価の引上

げはそうした融資額の拡大にもなる。

b　不足払い

2014年の不足払発動価格引上げは、2008

～2013年の農産物高価格期からの価格下落

に合わせて行われた。高価格期に上昇した

生産費を賄い、またその後は価格補てんが

拡大した。トウモロコシと小麦については

この引上げにより不足払いが発動するよう

になり、かつ不足払いで生産費を賄えるよ

うになった。落花生と米についてはこの引

上げにより22年の生産費高騰以前まではあ

る程度の黒字を確保した。ただし、大豆に

ついては引上げ後も生産費を賄えず、また

不足払いも発動されなかった。また、綿花

はこのとき不足払いが廃止され、その後不

足払いの重要性が再確認された。

25年の不足払発動価格引上げも前回14年

の引上げと同様、農産物価格の下落期にな

され、21年ないし22年に上昇した生産費を

賄い、実施初年から価格補てんを拡大する

見込みである。25年はプログラム選択を事

後的に変更する例外措置により、多くの農

業者が補てんを享受できる可能性がある。

品目別の傾向は14年の引上げとよく似てい

る。トウモロコシはこの引上げにより25年

に不足払いが発動される見込みであり、そ

れ以外の４品目は不足払いが（発動価格が

据置かれた場合と比べて）２倍ないし３倍

に拡大する見込みである。また、大豆以外

の５品目は25年の発動価格引上げにより生

産費をおおむね賄える水準となった。特に

落花生と米は不足払いである程度の黒字を

確保できる水準である。トウモロコシと小

麦はおおむね生産費並み、実綿の参照価格

は生産費をやや下回る。大豆に関しては引

上げ後の不足払発動価格でも価格生産費を

賄えず、収入ナラシも同様であり、リスク

管理には軽視損失補償を含む収入保険の利

用が重要とみられる。
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落花生と米は不足払いに経営収支を依存

しているうえ、14年以降の現行制度下では

不足払発動価格に比べて収入ナラシのそれ

がかなり低い。特に米は水田灌漑により単

収が安定しているため、収入ナラシを選択

する利点は乏しいであろう。綿花は実綿の

データが2018年以降しかないためやや判断

しにくいが、落花生・米に比べて不足払い

への依存度はやや低いようであり、また生

産費が高いため、不足払いのみで経営収支

を安定させることは難しそうである。小麦

とトウモロコシも綿花に近く、不足払いで

生産費をおおむね確保できるものの安定的

な利益を得られるわけではない。とはいえ

農産物の価格が高く不足払いが期待できな

い時期や、干ばつのリスクがある地域では

収入ナラシを選択する可能性が高まるであ

ろう。

c　収入ナラシ

一方、収入ナラシは高値からの値下がり

の際における補償の提供が期待される。現

行制度の発動価格は市場価格の変動が４年

程度遅れて（注32）反映される。13年以降

の値下がり局面では、2014年農業法の適用

期間５年間のうち前半は３大作物において

比較的良好であった（注33）が、後半にな

ると発動価格が低下して不足払のそれを下

回った。

23年以降の今回の値下がり局面では収入

ナラシは発動価格の上昇が間に合わず、ま

だ発動されにくくなっている。しかも大豆

とトウモロコシは前回の値下がり局面

（2013年から2015年）と比べると生産費の

低下が遅れて赤字が拡大している。このよ

うに収入ナラシは価格リスクの対策として

は不十分であるが、不作時の発動が期待で

きるので、不足払いが発動されにくい大豆

やトウモロコシにとっては引続き相対的に

好ましい選択肢のようである。そもそも収

入ナラシは収入保険を補完する制度として

作られたことからすれば、単独で経営収支

を賄うことは期待されていないともいえ

る。23年と24年における３大作物の値下が

りに対処するには作期中の値下がりを補償

する収入保険が有効である。平澤（2026b）

で述べた軽微損失補償特約（SCOとECO）

の利用拡大はこうした状況を反映したもの

であろう。南部の３作目についても値下が

り局面でのこうした特約の利用は合理的で

あると考えられるが、作物保険の加入率は

必ずしも高くない（米と落花生）。

d　小括

これらにより、総じて不足払発動価格の

引上げは、生産費と市場価格の上昇傾向に

対応し、生産費の高まりによって損なわれ

た制度の有効性を回復する意義があること

が確認された。これらの制度の利用頻度と

依存度が高い南部の作物にとってその意義

は大きく、特に米と落花生は利益を確保で

きるようになる。小麦やトウモロコシにと

っても価格の低迷時に生産費を補償する利

点は少なくない。綿花向け販売支援融資の

強化についても効果が表れているようであ

る。
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それに対して収入ナラシは最近の値下が

り局面でも価格下落だけでは発動されにく

く、単収リスク対策としての性格が強い印

象である。別途の実績データによれば、市

場価格が高く不足払いが発動されない品目

や年においても収入ナラシはある程度発動

し、不作の補償が行われている。そうした

場合は収入ナラシが合理的な選択肢となろ

う。ただし補償水準はそれほど高くないた

め、収入保険の補完と理解するのが妥当と

思われる。

また、市場価格高騰後の値下がり局面で

生産費が高止まりした場合、不足払いや収

入ナラシでは生産費を賄えなくなる。相対

的に収益性の高い３大作物や米であれば収

入保険の軽微損失特約による補償が有効で

あるが、市場価格が高まっても生産費を賄

いにくい落花生や綿花にとっては、作期中

の値下がりを補償するにすぎない収入保険

では不十分であり、不足払発動価格の適時

の引上げや臨時助成による補てんが必要と

なっている。
（注32）13年以前は直近２年間の平均価格を用いて
いたため遅れは1.5年程度であった。

（注33）それぞれ小麦は15年まで、トウモロコシは
16年まで、大豆は17年まで収入ナラシが不足払
いを上回る発動価格を提供した。

が、その相違は市場価格と生産費、そして

政策価格の大小関係によって相当程度規定

されているように見受けられる。

第一に、何といっても重要なのは、市場

価格と政策価格のいずれかによって生産費

を賄うことである。市場価格が生産費を下

回る（落花生）、あるいは同程度（長粒米）

であることが多い品目の場合は不足払いに

よる安定的な補てん、つまりは市場価格に

対して他の品目より高めの（生産費を上回

る）参照価格によって経営収支を確保する

とともに、低価格によって販売支援融資制

度による補てんも生じやすくなる。こうし

た品目に対しては単なるリスク管理ではな

く、経常的な所得の補てんに近い対応がな

されているようである。また、販売支援融

資制度による補てんは市場価格のすう勢的

な上昇によりほとんどの品目で発生しにく

くなっている。融資単価の引上げなど販売

支援融資の強化は、融資の利用度が高い南

部３作物、とりわけ調整済世界価格との差

額による補てんの生じやすい綿花にとって

有効である。

それ以外の品目については市場価格が生

産費を下回る年の補てんが課題となる。生

産費が傾向的に高まれば参照価格も追随さ

せる必要がある。14年になされた参照価格

の引上げは、確認した６品目のうち大豆を

除く各品目についてそうした不足払いの機

能をその後数年間にわたり確保する効果が

あった。25年の引上げもそれと同様の効果

が見込まれる。ただし、作物の高値からの

値下がりに際して生産費が下げ遅れた場合

６　考察

農産物プログラムは主要作物に対して販

売支援融資・不足払い・収入ナラシという

３種類の価格・所得支持策を提供してい

る。利用状況は品目によって大きく異なる
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は、たとえ農業経営収支が赤字となっても

不足払いによる補てんは生じにくい。高値

の後における不足払い発動価格の一時的引

上げ（実効参照価格）はそれをいくらか緩

和する効果が見込まれるとともに、不足払

いの発動しにくいトウモロコシや大豆で発

動の確率を高める効果がある。

第二に、不足払いの参照価格と市場価格

の大小関係（前記の事情にも左右される）

が、プログラム選択に強い影響を及ぼす。

南部３作物のように市場価格が参照価格を

下回ることの多い品目は発動されやすい不

足払いを選択し、それに依存する傾向とな

る。逆に大豆のように市場価格が参照価格

を上回ることがほとんどである品目は不足

払いの発動が期待できないため収入ナラシ

を選択する。ただし収入ナラシは単独では

値下がりや不作の補償として不十分であ

り、作物保険との組み合わせが望ましいと

考えられる。

そして第三に、それらに比べて小麦やそ

れ以外の大多数の作物は中間的な位置にあ

り、不足払いと収入ナラシのうち利用すべ

きプログラムは市況によって大きく変化す

る。分析対象期間中における不足払い選択

率の振れ幅は品目によって30％ポイントか

ら70％ポイントに達する。市場価格はしば

しば１、２年の間に高値や安値に転換する

ので、適切なプログラムを利用するには年

次の選択制が有用であろう。ただしプログ

ラムの選択は作付け前になされるため、そ

の後に実現する市況実績への適応は１年程

度遅れる可能性がある。

農産物プログラムによる補償は決して万

全ではない。25年は臨時の直接支払いと、

例外措置による事後的なプログラム選択の

切替えが経営収支赤字の回避ないし縮小に

貢献しそうである。より一般的に、生産費

の一時的な高騰など、不足払い・収入ナラ

シでは十分な補償を提供できない年もあ

る。また、生産費の上昇に合わせた参照価

格の適時の引上げも、農業法の制定が５年

ごとであり、かつ財源調達難と審議遅延が

常であるため容易ではない。しかも、不足

払い・収入ナラシの補償は、算定根拠とな

る支払面積と支払単収の両面から支払額が

抑制されている。

農産物プログラムとともに農業所得安定

化政策の一翼を担う作物保険プログラムは

上記の課題にある程度対処することが可能

であり、両プログラムは相互に補完的であ

る。各年の作期中における農産物価格の下

落リスクには収入保険（品目別に作付け前

から収穫期までの価格下落を補償する）が

有効であり、近年は軽微損失補償型の保険

が整備されて利用が拡大している。とはい

え収入保険は継続的な安値やそれが常態化

した作物に対応できず、そうした場合の補

償は農産物プログラムが担っている。そし

て、こうした複数のリスク管理手段を提供

する制度によって、議会が臨時の助成措置

を講じる必要を減ずる効果が期待されてい

る。臨時助成は不確実性が高く遅れがちで

あるため、農業所得安定化政策による自動

的な補償が望ましいとみなされている。

以上にみてきたとおり、米国のように農
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業の経営規模が大きく競争力のある国でも

価格・単収・生産費などの変動に応じた経

営収支の補てんは必要とされている。そし

てもう一点重要なのは、その有効性を維持

するために市場価格と生産費の上昇に応じ

た予算の拡大がなされていることである。

2025年予算調整法により、農産物プログラ

ムの予算規模は2025～2029年平均で６割以

上増え、2030～2034年平均では２倍以上に

拡大（平澤 2026b）した。主な要因は政策

価格、特に不足払い参照価格の引上げである。

この改正は25年に予算調整法という特殊

な枠組みにより潤沢な予算を確保して実現

した。その点では23年以降に農業法案を起

草する過程で下院農業委員長（共和党）が

民主党と妥協せず、24年大統領選挙以後の

財源調達に期待した戦術が奏功した形であ

る。ただしその半面で、農業法本体の不成

立と、民主党との協力関係の破綻という代

償（平澤 2026b）が伴った。

なお、本稿の執筆中に生じた米国のイラ

ン攻撃により、25年の市況と生産費は方向

を変える可能性がある。ホルムズ海峡の封

鎖を受けた原油と肥料の値上がりにより、

生産費は再び上昇する方向である。原油価

格はバイオ燃料需要と燃料・資材価格、肥

料価格はトウモロコシと大豆（肥料の使用

が少ない）の作付比率を通じて市況に影響

を及ぼす。そのため従来の予測値（25年の

市場価格）や24年なみの生産費を想定した

本稿の記述は当てはまらなくなる可能性が

ある。

気候変動や資源問題、地政学リスクなど

不確実性が増大する世界にあってリスク管

理の必要性は高まっている。日本の場合は

競争力の低さから米国の制度とは異なり経

常的な経営収支の補てんが重要であるが、

近年における飼料や資材の高騰、異常気象

の頻発からも明らかなとおり、不確実性が

高まる中でリスクへの対応も重要性が増し

ている。

（2026年３月時点の情報に基づき執筆）
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農中総研では、全中・全漁連・全森連と連携し、東日本大震災からの復旧・復興に

農林漁業協同組合（農協・漁協・森林組合）が各地域においてどのように取り組んでい

るかの情報をデータベース化し、2012年３月より、ホームページ「農林漁業協同組

合の復興への取組み記録～東日本大震災アーカイブズ（現在進行形）～」で公開して

まいりました。

発災後10年を迎え、この取組みを風化させないため、関係団体と協議のうえ、この

ホームページに掲載した全国から提供いただいた情報を国立国会図書館へ寄贈するこ

ととし、国立国会図書館ホームページ「東日本大震災アーカイブ（ひなぎく）」からの

閲覧が可能となりましたので、ご案内申し上げます。

（株）農林中金総合研究所

ホームページ「東日本大震災アーカイブズ（現在進行形）」データ寄贈のお知らせ

＜寄贈先：国立国会図書館ホームページ＞ 

「農林漁業協同組合の復興への取組み記録 東日本大震災アーカイブズ（農林中金総合研究所）（承継）」のデータ一覧
（https://kn.ndl.go.jp/#/list?searchPattern=category&fq=(repository_id:R200200057)&lang=ja_JP）
　閲覧いただくページは国立国会図書館インターネット資料収集保存事業（WARP）で保存したものとなります。

※検索手順：①（ひなぎく）HPから「詳細検索」タブを選択。
②「詳細検索ページ」が開いたら「全ての提供元を表示」ボタンを押下。
③ ページ下部の「全て選択/解除」ボタンで一旦 を外してから、提供元「農林漁業協同組合の復興への
取組み記録 東日本大震災アーカイブズ（農林中金総合研究所）」を選択のうえ、キーワードをいれて検索
してください。

→「（詳細情報を見る）」をクリックすると、テキスト情報が掲載されます。

国立国会図書館
インターネット資料収集保存事業
（WARP）
［URL: https://warp.da.ndl.go.jp/ ］

国立国会図書館
東日本大震災アーカイブ（ひなぎく）

［URL: https://kn.ndl.go.jp/ ］

※

2025年６月号をもって巻末統計を廃止しました。
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